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議会全員協議会次第 
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─────────────────────────────── 

午前１０時０３分開会 

開  会 

 

○議長（阿久津則男君） 議員各位には、何かとご多用のところご出席をいただき、大変

ご苦労さまでございます。 

 ただいまから議会全員協議会を始めます。 

─────────────────────────────── 

議長挨拶 

 

○議長（阿久津則男君） 本日の全員協議会は、来る12月６日に招集されます令和４年第

４回城里町議会定例会に提案される事項につきまして、事前に協議をいただくものであり

ます。よろしく審議のほどお願いを申し上げます。 

 本日の出席状況についてをご報告いたします。欠席議員、11番関 誠一郎君、ほか全員

出席であります。 

─────────────────────────────── 

町長挨拶 

 

○議長（阿久津則男君） ここで町長よりご挨拶をいただきます。 

 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 令和４年第４回定例会に伴う全員協議会にご多用のところご出

席いただき、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の全員協議会ですが、議案12件、報告11件についてご説明をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

─────────────────────────────── 

協議事項 

 

○議長（阿久津則男君） これより会議に入ります。 

 会議次第に従いまして会議を進めてまいりますので、よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

 執行部におきましては、自席で説明をお願いいたします。 

 なお、ご質問のある方は挙手をし、議席番号を述べた上でご質問ください。 

 それでは、議案第61号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 
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 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 議案第61号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第61号 城里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありま

すが、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律及び一般職の職員の給与に

関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、町条例の一部を改正するもの

です。 

 主な改正点は、期末手当率及び勤勉手当率を改正するとともに若年層の給料を引き上げ

るものです。 

 以上、議案第61号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第61号説

明資料１ページから18ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第61号に対するご質問を受けいたします。ござい

ませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第62号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 続きまして、議案第62号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第62号 城里町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてでありま

すが、地方公務員法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、町条例の一部を改正

するものです。 

 主な改正点は、職員の定年年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることに伴い、

60歳を超える職員の身分及び給与の取扱いに関する特例を設けるものでございます。 

 以上、議案第62号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第62号説

明資料１ページから16ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第62号に対するご質問をお受けいたします。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 質問に先立ちまして、執行部にちょっとお願いがあります。 

 私、全部議案書を読みまして質問をいたしました。しかし、この今日の全協に間に合い

ません、答弁いただくまで。ですので、本当にもう少し前にきちんと早めに議員のほうに

議案書を出していただけますよう、よろしくお願いをいたします。答弁が間に合わないの

で、その都度、私質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 では、この62号なんですけれども、これは60歳から65歳までに定年が引き上げられたと

いうことなんですけれども、職員の人数の増減は昨年、今年度と比べてどのようになって
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いきますでしょうか。 

 それから、会計年度任用と今度の職員65歳までの定年になった賃金というか、報酬とい

うか、給料はどのぐらいの差があるんでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 質問にお答えいたします。 

 定年齢が段階的に引き上げられるということで、職員数のご質問がございました。職員

数につきましては、定年延長、今後、暫定再任用という名称に変わるんですが、再任用が

暫定再任用になる職員を把握した上で新規採用職員を採用したいと考えていることから、

職員数に増減は生じないようにしていきたいと考えております。 

 会計年度任用職員の賃金に関しましてですが、こちらは採用実績に応じまして賃金のほ

うが賃金表で決まっております。こちらについては、この定年延長にかかわらず、会計年

度の採用の中で賃金が決まることになっております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 賃金としては、じゃ会計年度に少しは下がるということになる

んでしょうか。今までのように55歳から60歳まで段階的に報酬は上がっていったと思うん

ですけれども、60歳から65歳までの間の賃金というのは上がっていくんですか、それとも

会計年度任用の賃金で下げられるというか、なんでしょうか。その辺ちょっと教えていた

だけますか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 引き続き、答弁いたします。 

 会計年度職員というご質問でいただいているんですが、一般職員の場合は、55歳から今

度は改正に伴いまして昇給の停止というようなことになるので、賃金のほうは変わらない

ことになります。再任用職員については、俸給表、給与表で給与が決まっております。会

計年度職員というのは、また別の範疇での採用になります。 

 以上でございます。 

○８番（藤咲芙美子君） 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。ございませんか。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） ５ページなんですが、第４章の定年前再任用短時間勤務制とい

うのが説明があるんですが、総務課長にちょっと分かりづらいところがあるものですから

説明をお願いしたいんですが。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） ご質問にお答えいたします。 

 定年前再任用の短時間勤務制というようなご質問でございますけれども、こちらにつき
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ましては、定年が延長になりまして、例えば62歳まで定年延長になったとしますが、定年

前、60で一旦辞めるというような形になります。62歳までの間は再任用ということで採用

が可能なんですが、この短時間というのは、フルタイムではなく、週決まった時間を勤務

時間として採用するというようなことで、パートタイム的な短時間勤務制というようなこ

とでの表現になります。よろしいでしょうか。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） そうすると、順次に定年が延長していくということなんですが、

例えば定年65というと、63歳から後、63から64、65の２年間というのは、やはりこういう

形で再任用、再々任用という形になるんですか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 引き続き答弁しますが、定年と延長になったときまでは、こ

の短時間の勤務制というのが使えるんですが、実際に延長するというときまでは定年が延

長していることになりますので、それ以降の期間につきましては暫定再任用という、今で

言う再任用の形での採用が可能というようなことになります。 

○１０番（三村孝信君） じゃ、その場合は定年前じゃなくて、定年後。 

○総務課長（増井栄一君） はい。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） そうすると、例えば65で定年退職を迎えたという場合、再任用、

再々任用というと、67まで働けるということになるんですか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 定年延長が65歳までですので、基本65歳で再任用、暫定再任

用も終了となります。例えば、62歳まで定年延長になった職員が60歳で辞めて62歳まで定

年前の再任用短時間勤務制というのも取れますし、62歳まで働いて65までの残り３年間を

暫定再任用というような形で、従前の実績に応じた採用が可能というようなことになりま

す。 

○１０番（三村孝信君） これ、３回過ぎちゃってもいいですか。 

○議長（阿久津則男君） いいですよ。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） ああ、そうですか。ということは、フルタイムで65まで定年延

長になっていると言うんだけれども、フルタイムで例えば管理職みたいな形で65まで働く

ということは不可能ということでいいのかな。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） フルタイムで65まで働けるのは、令和13年４月からになりま

す。令和５年４月から、来年度の４月からは段階的に61歳になりまして、２年ごとに１歳

ずつ定年が延長ということになります。 
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○１０番（三村孝信君） じゃ、これは経過措置ということね。 

○総務課長（増井栄一君） はい。 

○１０番（三村孝信君） それまでのね。じゃ、令和13年になれば、65歳まで例えば課長

をやって、65まで課長をやるという職員も出てくるということでいいのかな。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） これが国の制度に合わせて町が定年延長ということで今回条

例を改正するんでございますが、60になると一旦役職がやはり役職定年ということで、降

格等の規定もこの中にございます。管理職は60まで、それ以降は管理職以外の職に降任等

になりますので、定年延長した年数までは別の役職で、給与も現額の基本７割ということ

で職員を続けるというようなことになります。 

 以上です。 

○１０番（三村孝信君） はい、分かりました。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第63号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 議案第63号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第63号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例についてでありますが、地方公務員法の一部を改正する法律が施行されること等に伴

い、関係する町条例を整備するものでございます。 

 主な改正点は、再任用に関する条例の廃止に伴い、各条例における法律の引用条項等を

変更するものでございます。 

 以上、議案第63号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第63号説

明資料１ページから22ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第63号に対するご質問を受けいたします。ござい

ませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第64号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 議案第64号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第64号 城里町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例等の一部を改正

する条例についてでありますが、消防組織法第37条の規定に基づく消防庁長官からの助言
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及び指導により消防団員の処分を改善するため、町条例の一部改正を行うものです。 

 主な改正点ですが、国の報酬基準に準じ、団員の報酬等を見直すものでございます。 

 以上、議案第64号についてご説明申し上げました。詳細につきましては、議案第64号説

明資料１ページから５ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。ご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第64号に対するご質問をお受けいたします。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 現行の金額が改正によって全体的に金額のアップが見込まれて

います。国の基準報酬に準じてとありますけれども、町は国の基準は知っていたんでしょ

うか。何でこれほどの差が生じていたのか、説明を求めます。 

 今回、国の基準が改めて出たからというようなことであればいいんですけれども、以前

から国の基準は知っていたのかどうかをお聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） ご質問にお答えさせていただきます。 

 国の基準ということで、消防庁長官からの通知が令和３年４月に発出されまして、団員

報酬の見直しを速やかに行うことということで基準を示されました。その時点で町がこの

基準を把握していたということになります。 

 これほどの差が生じていたのはどうしてかというようなことなんですが、団員離れを防

ぐために国が検討会を設置しまして、消防団員の処遇改善ということで報酬の見直しを行

いました。町については、団員報酬年額２万2,000円ということだったんですが、提示額

が今回基準３万6,500円ということで開きがございました。町については、この通知を受

けまして速やかに処遇改善を進めたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） これまでも、消防団の団長さんとか、副団長さんとか、賃金の

支給の、給料の支給のアップのほうはありました。しかし、副分団長とか部長とか下のほ

うの人たちは、なかなかお給料が上がっていなかったと思うんですね。そこまで見直しを

しなかったのかどうか。 

 今、国から言われて初めてこういう見直しをするというのは、本当に消防団員の働きに

対して、もっともっと注意してやってほしいなと思っています。ということですけれども、

これほどの差が生じたのは何なんだろうかということだけ、ちょっともう一度お聞きいた

しますが、お答えできますか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 実質と国が定めた基準に大きな隔たりがあったというのが正

直なところでございます。令和３年４月にこの通知を受けまして、県内市町村でも取り組
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んでいるところでございますが、今年の４月時点では18市町村がこの基準を満たしており

ます。町では１年遅れになってしまいましたが、この基準額に合わせるため、条例改正と

令和５年度の当初予算で予算計上を見込みたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） こういうのがもし分かったときには速やかに訂正というか、修

正してやってあげたほうがいいんじゃないかなと思います。もう少し速やかに対処をお願

いいたします。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） ありがとうございます。団員処遇の改善、日頃の活動に報い

るためにも、心して対応を図りたいと考えます。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） ただいま報酬を若干上げるということなんですけれども、この

報酬を見ますと、出動手当などは前2,000円だったのかな。災害活動ということで、１回

当たり2,000円が現状でした。今回その４倍の8,000円ということになっているんですけれ

ども、これは近隣町村と比較するとどうなんでしょうか。これが妥当な金額なのかなと。

当然、近隣市町村見ているでしょうけれども、金額的にはどうなんでしょうか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） ただいまのご質問でございますが、基準報酬と合わせて、こ

の活動につきましても、出動報酬ということで検討会で審議されたものを国・県を通じて

町に示されたものでございます。この根拠となるものについては、予備自衛官等の出動報

酬に準じたものというようなことで、それに合わせたということで伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 検討会というのは国の検討会ですね。そうしますと、これは急

に決まったことではなくて、もう既に近隣町村では大分前から多分金額的にはもうちょっ

と上だったのかなと、2,000円以上だったんじゃないかなというふうに思うんですけれど

も、この財源なんですけれども、財源というのは交付税かなんかで来るんですか、全て。

それとも、町の持ち出しがあるのかどうか、お伺いします。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 財源につきましては、交付税の単価というようなことで示さ

れているものでございます。 

○６番（加藤木 直君） 全額。 

○総務課長（増井栄一君） はい。 
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○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） そうしますと、この交付税の申請時に町では単価としては多分

上げていないと思うんですよね。ただ、消防団があれば出動手当１回当たり幾らというこ

とで、多分平均的な部分で交付税として来ているんだとは思うんですけれども、そうしま

すと、交付税では来ていたけれども、それは払っていなかったということなのかな。どう

なんでしょう。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 令和４年度についての１年についてはそうなるかと考えます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） はい、分かりました。そうしますと、その前の年はあくまでも

国からは2,000円の単価で来ていたということでよろしいですね。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 令和３年度の４月にこの単価が示されたものですから、それ

以前の単価については、交付税単価のほう確認させていただいてからの答弁になりますの

で、ご了解いただきたいと存じます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） はい、分かりました。急に４倍になるというのは実際あるのか

なというふうに思っているので、実際にその前の国から来ている単価は幾らだったのかな

というのがちょっと知りたかったんですけれども、もし分かったら教えてください、後で。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 今の加藤木議員と同じようなことなんですが、これは確かに金

額が４倍になっているんだけれども、単位が変わっているじゃないですか。単位が古いほ

うは１回になっていて、新しいほうは１日になっているんだけれども、これ、どういう違

いがあるのか、教えていただきたいですね。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 例えば２日間にわたるような出動になった場合でも１回と換

算していたのが従前なんですが、新しい改正後は日をまたいだ場合に２日というようなこ

とで単位が変わりました。また、１日でも短い時間の訓練出動等、あるいは警戒出動等も

ございますので、同じ単位での支出というよりは、単位を決めまして、４時間未満の場合

は2,000円というようなことで改正を予定しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

○１０番（三村孝信君） いや、分からなかった。 
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 １回で2,000円でしょう。災害活動だけに限って説明してもらいたいんですが、災害活

動の場合、１回につき古いほうは2,000円ですよね。災害活動、新しいほうは１日になっ

ているでしょう。それで8,000円になっているんですよ。だから、その金額が４倍になっ

ているという、確かにそれはすごく増えてはいるんだけれども、単位が変わっているんだ

から、そこのところをすっきり説明してもらえないかなという話なんですよ。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） これまでは同じ災害で、１回につき2,000円というようなこ

とでお支払いをしていたところですけれども、今回は単位を日単位に変えまして、同じ出

動で例えば２回１日出たというような事態があったとしても、同じ日であれば１日として

扱って、単価を8,000円というようなことで支払うというようなことでございますが、な

かなかご理解は、説明が下手で申し訳ございません。 

○１０番（三村孝信君） いや、説明が下手というか。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 例えば、じゃ１回につき2,000円というのは、これどういうふ

うに考えたらいいのかというと、１日のうちに、例えば午前中、出動命令が出て、１回解

散になって、午後からまた被害が甚大になったんで出ましたという場合は、これ２回と数

えていたのかな、今まで。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） はい、おっしゃるとおり、一度撤収して、また出動というよ

うなことになれば２回というようなことになっておりました。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） そうすると、今度の１日というのは、例えば同じ日に何回招集

かけてやっても8,000円は保障しますということなのかな。理解していいの。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） はい、お見込みのとおりでございます。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） すみません、もう一度。ただいま三村議員さんが言われた件と

同じなんですけれども、例えば１日ということになると、よく火災などは夜起きますよね。

夜起きた場合に日をまたぐことってよくあるじゃないですか、12時を。そうすると、これ

は１日じゃなくて２日になっちゃうんですか、そういう場合は。それとも、あくまでも１

日24時間以内のものは１日とするのか、どうなんでしょうか。 

○議長（阿久津則男君） 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 日をまたぐ出動については、業務の負荷や活動の時間等勘案

して市町村で具体的な取扱いを定められるというような、広い通達の意味合いでございま
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した。町としましては、日をまたぐような場合は２日と考えることで進めたいとは考えて

おるところでございます。 

○６番（加藤木 直君） はい、分かりました。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第65号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 総務課長増井栄一君。 

○総務課長（増井栄一君） 議案第65号をご覧いただきたいと存じます。 

 議案第65号 城里町那珂川のほとり教育支援基金条例の制定についてでありますが、経

済的に困窮している家庭の児童及び生徒への教育支援を目的とした寄附金の運用を図るた

め、町条例を制定するものでございます。 

 以上、議案第65号についてご説明申し上げました。ご審議くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（阿久津則男君） 暫時休憩いたします。 

午前１０時３６分休憩 

─────────────────────────────── 

午前１０時４６分開議 

○議長（阿久津則男君） 会議を再開いたします。 

 これより議案第65号に対するご質問をお受けいたします。ございませんか。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） これは新たに教育支援基金条例の制定ということなんですけれ

ども、これは基金運用に図るという、寄附の基金運用なんですけれども、これは全て基金

運用にされてしまうんでしょうか、それとも具体的に今何か計画はありますでしょうか、

お聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会事務局長廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えいたします。 

 こちらにつきましては、匿名の寄附者との調整中でございまして、令和５年第１回定例

会では報告させていただく予定でありますが、今支援金に関して寄附者との調整中でござ

います。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） これは教育支援、それから生活困窮家庭児童及び生徒への教育

支援を目的としたということで限定されているようですけれども、この町はまだまだたく

さん経済困窮している方がいるんだと思うんです。そういう方に極力使っていただけるよ

うな支援策を考えていただきたいなと思っております。特に教育支援を目的としたという
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ことですので、力を入れていただければいいのかなと思っておりますので、お願いします。 

○議長（阿久津則男君） 要望ですか。 

○８番（藤咲芙美子君） はい。 

○議長（阿久津則男君） 答弁は。 

○８番（藤咲芙美子君） いいです。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） ２点ほどお尋ねしたいんですが、この名称の由来というの、こ

の基金の名称の、それはどういったことかというのと、あと、これ教育支援基金なんで、

基金の運用益によって困窮家庭や児童を助けるということなんだけれども、日本の場合、

低金利で非常に厳しい状況にあるじゃないですか。そういう中で運用というのはどのよう

に考えるのか、その辺をお尋ねいたします。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会事務局長廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えいたします。 

 名称なんですけれども、こちらにつきましては匿名の希望の寄附者の要望により、こち

らの名称を採用させていただいております。 

 また支援金なんですけれども、こちらにつきましては、要保護、準要保護世帯に支給す

るということで調整中でございます。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） これは基金になる寄附の金額というのは、今年度の補正に出て

いるの。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） はい。 

○１０番（三村孝信君） あれ、幾らでしたっけ、2,000万円ですか。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） はい、2,000万円です。 

○１０番（三村孝信君） はい、分かりました。 

 基本的に、番場まつのさんの基金もあったように、基金そのものは取崩しをしないで、

基金の運用益でもって困窮家庭を助けるというようなのが基金なんだと思うんだけれども、

この第５条のところで「町長は」というのがあるんだけれども、ここのところをちょっと

説明してもらっていいですか。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会事務局長廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） こちらにつきましては、基金条例等につきまして

は全て明文化されております。繰越運用につきましては、より運用がよいものに運用して

いただいて、利子等がよろしいものに活用させていただいてということで認識はしており

ます。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 
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○１０番（三村孝信君） 今の説明、しゃべった本人、分かっているんですか。 

○議長（阿久津則男君） 第５条の説明ですよ。 

○１０番（三村孝信君） 第５条の説明を、ちょっと第５条を見たときに、町長は云々と

いうのが非常に分かりづらい。分かりづらいというか、私たちちょっと理解しづらいので、

そこのところを説明してくださいということなんですよ。 

 これ、つくった人が分からないんじゃ駄目じゃないですか。 

○議長（阿久津則男君） 町長、説明できますか。 

○１０番（三村孝信君） いや、町長、ちょっと待ってよ。これ、担当が分からないでつ

くったようなのを町長が説明するというのは、それは納得できないでしょうよ。教育委員

会で答弁してほしい。 

○議長（阿久津則男君） 財務課長。 

○１０番（三村孝信君） 財務課長。これ、財務課なの。 

○町長（上遠野 修君） 全ての基金に共通する条項なんで、財務課のほうから説明しま

す。 

○財務課長（雨宮忠芳君） これ、繰替運用というのは、財源がないときにそれを使って

利率を決めて戻入れをするというような意味合いですので、町長がそのため…… 

○１０番（三村孝信君） その説明がよく分からないんだよ。 

○財務課長（雨宮忠芳君） その基金を、元金を先に財源がないときに使って、それを繰

戻しすると、一般会計から戻入れ、利率を決めておいて利率分を含めて戻入れするという

形になります。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 例えば利益を生まない場合、基金を取り崩して払っておいて、

その払っておいた部分を一般会計から戻して補塡するというようなことで理解していいの

かな。 

○財務課長（雨宮忠芳君） はい、そういうことです。 

○１０番（三村孝信君） じゃ、そういうふうに言ってくれれば分かるじゃない。やっぱ

り基金条例をつくってやるんであれば、そういった点をきちっとやはり議会とか説明して

ほしいというのは希望だよね。我々もそれは理解するようには努めますけれども。 

 それで、この基金運用をするんだけれども、何かその運用益を生むような、普通に預け

ていたって運用益なんか出てくるわけないんで、そういったのは何か考えているのか、お

尋ねします。 

○議長（阿久津則男君） 財務課長。 

○財務課長（雨宮忠芳君） ご質問にお答えします。 

 今現在の基金の運用は、全て会計に預けている、銀行に預ける程度のものしかしていま

せんので、検討はしていかなきゃいけないとは、今の利率の低い状況では検討していかな
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きゃいけないと思います。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） いや、もうだから、番場まつのさんのときもそうだけれども、

結局預かってほとんどゼロ金利の状態でずっとあのまま置いておいたでしょう。あれは

1,000万円だと思ったけれども、基金を運用していくという姿勢があれば、やっぱり利益

を生むという努力をしなきゃいけないと思うんですよ。ですから、今回この那珂川のほと

り教育支援基金が篤志家のそういう善意でできるわけですから、ぜひ執行部にもそういっ

た運用を努力してもらいたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。ございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第66号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） 議案第66号 損害賠償額の決定についてご説明いたします。 

 こちらにつきましては、令和４年９月28日に水戸地方裁判所に提訴された固定資産税過

誤納金の還付に係る損害賠償請求事件の請求を認諾し、損害賠償の額を決定することにつ

いて、議会の議決を求めるものでございます。 

 請求の認諾ですが、こちらにつきましては民事訴訟の中で被告である、今回町でござい

ますが、被告が原告の請求が正しいことを認めて、これによって裁判を終わらせるもので

ございます。 

 相手方につきましては、茨城県東茨城郡城里町大字下古内776番地、株式会社サザンヤ

ードカントリークラブ、代表取締役南学正幸様でございます。 

 賠償金の額につきましては、746万5,021円の損害元本及び平成15年度から平成22年度ま

での損害元本に対し各年度起算日から年５％の割合による遅延損害金でございます。 

 事案の概要につきましては、本件は、上記相手方が令和４年９月28日に水戸地方裁判所

へ提訴したクラブハウスの固定資産税に係る賦課決定の誤りに対する損害賠償請求事件で、

当町は賦課決定の誤りを認知したため和解を求めたが、不成立となったため相手方の請求

を認諾することとしたということでございます。 

 こちらで、概要のところの１行目、裁判所のところに黄色のマーカーがついてございま

すが、こちらは文字の訂正があったものでございます。失礼いたしました。 

 参考資料としまして、３部ほど提出させていただいております。 

 まず、補足説明としまして、１番から２番、事案の概要と経緯がございますが、事案の

概要につきましては省略させていただきまして、経緯のほうから説明させていただきます。 

 平成４年１月、課税台帳への入力を誤ってございます。令和元年９月13日、評価計算書
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等の開示請求がサザンヤード側からございました。令和２年４月３日、固定資産税価格の

修正等を求める申入書を受け付けてございます。令和２年８月７日、地方税法に基づく５

年分を還付してございます。合計額につきましては290万9,600円でございます。明細につ

きましては次のページにございますが、次のページの①、一番上の上段になります。地方

税分、括弧書きが書いてあるものでございまして、支払日としまして令和２年８月７日と

いう記載がございます。明細についてはこちらの内容になってございます。 

 ちょっと戻っていただきまして、続きまして令和４年２月３日、町要綱に基づく５年分

を還付してございます。合計額が416万1,400円でございます。明細につきましては、先ほ

どの資料の２番目、②の還付金明細（町要綱分）でございます。令和４年２月３日に返還

してございます。 

 戻っていただきまして、同年９月28日、水戸地方裁判所にサザンヤード側から提訴がご

ざいました。提訴内容の概要を記載してございます。朗読させていただきます。 

 被告の町長は、平成15年度から平成22年度の固定資産税課税台帳登録価格を誤って過大

に決定した。このことから、原告の株式会社サザンヤードカントリークラブは被告に対し

下記各支払いを求める。固定資産税の過納金相当額678万6,386円、過納金相当額の10％に

当たる弁護士費用67万8,635円、上記過納金、弁護士費用に対し年５分の遅延損害金575万

3,708円でございます。 

 明細につきましては、先ほどの別紙資料をご覧いただきたいと思います。③番の損害賠

償金明細、議案第66号となっているものが明細でございます。内容につきましては、ちょ

っと見づらい表になってございますが、年度の次の過納付金と弁護士費用を合計したもの

と、一番右側の遅延損害金を足したものが、一番下段になります合計金額1,321万8,729円

でございます。 

 経緯の続きを申し上げます。同年、令和４年11月10日、第１回口頭弁論期日がございま

した。水戸地方裁判所でございます。11月18日、和解交渉を持ちかけましたが、不成立と

なってございます。12月20日、第２回口頭弁論期日でございます。この結果、和解の交渉

が不成立になったことによりまして、相手方の請求を認諾する手続を進めるということで、

今回議案としまして上程してございます。議案の議決をいただきました後に、相手方の請

求の認諾を行う予定でございます。 

 続きまして、最後の添付資料になりますが、還付期間についての説明資料でございます。

構成としましては、地方税法による還付の部分が、失礼しました、上段から申し上げます

と、平成４年から平成14年度に関しましては時効消滅としまして11年分となっております。

合計額はお示ししている金額でございます。その下になりますが、平成22年度から平成15

年度までの間のものでございますが、今回の議案となっております賠償請求のものでござ

います。その下段になりますが、平成27年から平成23年までのもの、こちらについては町

要綱による還付した返還金でございます。その下になりますが、当初還付しました地方税
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法による還付でございまして、令和２年から平成28年のものでございます。 

 なお、令和３年度につきましては、コロナ特例によりまして課税はございませんでした

ので、ここは含まれてございません。令和４年度につきましては税額更正をしております

ので、こちらも該当がないということで、ここは抜いてございます。このため18年分の請

求となってございます。 

 以上、議案第66号についてご説明させていただきました。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第66号に対するご質問をお受けいたします。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 前からお話のありました、サザンヤードとの、多く課税されて

いましたよということなんだけれども、これは令和元年９月にその内容を開示してくださ

いと言われたときに、そこから始まったと思うんだけれども、一番初めに当町が、ああ、

間違っていますねということを認知したのはいつですか。 

 それと、和解交渉を11月にしたということなんだけれども、不成立になったと。こちら

からの和解の内容等についても教えていただきたいと思います。この２点です。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 誤りを認知いたしましたのは、当初、相手方から開示請求があった令和元年のときと存

じ上げております。 

 和解交渉の内容につきましては、和解というのはお互い譲歩して行うものなので、内容

については、申し訳ございません、顧問弁護士のほうにお願いしておりまして、内容は承

知してございません。 

○議長（阿久津則男君） もう一つなかったっけ。２つだけですか。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） この和解交渉の内容、分からないんですか。どのような内容で

和解するというのは、こちら側と当方の弁護士さんと相談して出すものじゃないんですか。

普通はそうなんじゃないかなと、勝手には出さないでしょうから。それ、掌握していない

ということはないと思うんだけれども、分かっている方いたらお答えください。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） それでは、ご質問に回答させていただきます。 

 顧問弁護士のほうで和解へ向けて話合いをしましょうということで和解交渉の開始を申

し入れたところ、そもそも和解交渉に入ること自体拒否と。相手側の弁護士さんは、全国

でゴルフ場の委任を受けて同様の訴訟を起こしていらっしゃいまして、最高裁の判決まで

ご自身で取られているような方ですので、絶対勝てるという確信があるようで、一切の和

解交渉に入る意思がないということで、とにかく訴訟でこの金額払えということで交渉の
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余地がなく、また訴訟をしても、その判決等を分析したところ、勝てる見込みがないとい

うことで、これはもう認諾ということで相手方の計算したその請求額が正しいと認めるの

が一番よいという判断で、今回このような手続を取らせていただいております。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 私がお伺いしたいのは和解交渉の内容です。ですから、それを

向こうは受けないというのは、受けないというよりも、受ける前に必ずこういう和解の案

をということでつくってあるんじゃないですか。ですから、それは和解はどのような内容

で和解しようということになったのかということを聞きたかったんですよ。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 請求内容のうち幾らかでも金額を下げてもらえないかというよ

うな交渉をしようとしたんですが、もう最初からもう１円たりともまけられんということ

だったので、交渉不成立になったということです。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） それならば分かります。はい、分かりました。 

 それと、令和元年９月に開示請求をされて、そのときに当町が認知したと、認めたとい

うことなんですけれども、そのときに当然弁護士さん等に相談をされていると思うんです

よね。そのときに、実際に今回最終的には20年ということでお返しするわけなんですけれ

ども、弁護士さんは５年でいいとか10年でいいとかって、20年ということは言わなかった

んでしょうか。課長どうですか、お願いします。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 その当時は私は着任してございませんでしたが、当時を知る税務課の職員、または関係

資料によりまして、弁護士さんのほうから５年でいいとかいう話はございませんで、税務

課のほうとしまして、町長と協議し、その結果５年分という決定になったという記載はご

ざいました。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） そうしますと、せっかく弁護士さんをお願いしているにもかか

わらず、弁護士さんからは一般的な判例はこういうふうですよというような、そういった

お話は全くなかったということでいいのかな、当町の弁護士さんは。必ず助言というのを

いただけると思うんですけれども、例えば20年と言っている、通常20年ですよねと、判例

的にもそうですよねと。相手方の弁護士さんもいろんなところでやっているので、その情

報というのはこちらの弁護士さんも当然入っていると思うんですよね。そういった中で、

どういった助言をいただいて、それに対して当町がどういう対応をしたのかというのをお

伺いしたいんですよ。 

 というのは、そのときにちゃんとした判断をしていれば、遅延金とかそういうものが大
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きく発生しなかったんじゃないかなというふうに思うんですよ。ですから、そういった助

言があったのかどうか、お伺いします。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 当然ながら、弁護士さんのほうから、こちらからも法令等を示しながらの協議をしてい

たと思いますので、町で最大限返せる、町の要綱で10年分、10年分返すという話で、こち

らも税務担当としては持ちかけてございますので、その協議の中で５年分、地方税法分で

対応するということで最終的には決定したという流れでございます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） そうすると、そのとき弁護士さんからは20年というお話は、判

例的なものは示されなかったということですね。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えします。 

 20年という話は出ていなかったと記憶してございます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 20年という話が出たのは、最終的にはあちらから、サザンヤー

ドさんから20年という話が出てきて、向こうは譲らないということで、それで和解交渉も

したけれども駄目だったということなんですけれども、そうすると、20年、これは判例で

どこでも20年ですよというようなことをそれまでは一切、こちらの弁護士さんというのは

町のほうには助言はされていなかったということでいいですよね。そうですか。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 佐藤課長より私のほうがずっと関わっているので、ちょっと私

のほうから答弁させていただきます。 

 まず、20年という判例があるというのはいつ聞いたかちょっと定かでありませんが、こ

の１か月、２か月前に聞いたわけじゃなくて、それなりの前の時期から判例で20年がある

よというような説明は受けておりました。ただ、それじゃ20年払うべきかどうかという判

断については、例えば水戸市は10年しか払っていないんですね。城里町も10年なんですけ

れども、自治体によって何年還付するかというのが、裁判で訴えられて負けて20年にした

自治体もありますし、今も10年でやっているところもあって、様々地方自治体によって違

いがあるものですから、これ今まで10年でずっとやってきて、過誤があったときに10年分

お返ししますと今までやってきたのに、突然サザンヤードさんだけ急に20年分払いますと

言ったら、今まで10年分で我慢してきてくださった方とのバランスをどう考えるかとか、

あるいは他市町村と比較して、全ての自治体が20年やっているわけじゃなくて、10年で済

ませている自治体もある中で、城里が20年に踏み込んでいいものかというものが、法的判

断というより政治的な判断というか、行政的な判断が一部入っていたものですから、いざ
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裁判となれば勝てないでしょうねというような、そういう認識はありました。 

 実際10年分お返しして、今年の２月にですね。その後、何かありがとうございますと言

われたとか何とかと言って、何となくその後何もアクションがなかったので、10年分返し

て、これで収まったのかなと思ってそっとしていたわけなんですが、今年の９月に訴訟が

来て、やっぱり20年分欲しいということで訴訟が来て、和解も試みたんですが、全く和解

の意思がないということなので、これはもうやっても勝てないから、もうこうなった以上、

20年払うしかないと。 

 また、これに合わせて、今回予算書にも出ていますが、ほかのゴルフクラブで固定資産

税返してほしいというふうな要求がございます。それで、返さなかったらば訴訟にします

よというような、そういうような手紙も来ております。ですので、もうこれはサザンヤー

ドだけ返すわけにはいかないので、ほかのゴルフ場にも返さざるを得ないということで、

今回サザンヤードに返すと同時に、ほかのゴルフクラブにも同様20年分、1,000万円とか

そういう大きな金額になりますが、返そうということで、今回の議会でこの議案を可決し

ていただきましたら、要綱を改正しまして、今後申請いただいた分については20年分返す

ということになっていきますが、サザンヤードの今回の訴訟、和解をきっかけに要綱の改

正を行って申請をいただいたら、今後は20年分固定資産税返すという制度に変わっていく

と思います。ですので、1,000万円今回出ますが、今後申請が来たら20年返さなきゃいけ

ないんで、それなりに大きな財政負担を生じることになるかと思います。 

 当時、30年前に税務課の担当者が10％ぐらい間違って入力しちゃったことから始まって

いるんですが、間違って入力しちゃったものはもうしようがないので、申請が来ればこれ

からほかのゴルフクラブにも返そうということでございます。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 町長の言われていることは分かるんですけれども、ほかでは10

年のところもありますよ、20年のところもありますよということなんだけれども、それは

そのゴルフ場ゴルフ場、地域地域のゴルフ場と町の関係によってももちろん違うだろうし、

そういうところで軽い年数のところだけ見るんじゃなくて、やっぱりある程度その認知し

たとき、令和元年９月に認知されたときに、当然ほかのゴルフ場もチェックしていると思

うんですね。そのときに、ほかのゴルフ場も、あ、ここも違うというのは分かっていると

思うんですよ、ほかも。ですから、今後請求が来たら返すじゃなくて、間違っていたら、

もし何だったらこちらからというのもあるしね。 

 それで、今回のサザンヤードにつきましても、当初４年ですか、５年ですか、返したの

は。課長、５年でしたっけ、一番初めね、５年分。 

○税務課長（佐藤 宰君） ５年です、はい。 

○６番（加藤木 直君） そのときに、私は10年分返していれば、20年はされなかったん

じゃないかなと、すんなりそこに。これは分かりませんけれども。ですから、ほかのゴル
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フ場、レイクスでもどこでもほかたくさんありますけれども、一番初めサザンヤードがき

っかけで20年となれば、ほかも20年と多分なりますよね。なると思うんですよ、町長、当

然。ですから、こういった事件が起きたときの一番初めの対応というのが非常に大事であ

って、そのときに認めるものはちゃんと認めて、それでお返しするものはお返しする、い

ただくものはいただくというふうに、そういうふうに地域の中でやっている事業ですので、

お互いにやっぱり理解し合いながら事業を行っていく、行政を行っていくというのが一番

よろしいと思うので、今後そういったものが起きた場合には、素直に認めるものは認めて、

早急にそういった返還手続等をしていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 了解しました。固定資産税に関わること、私もちょっと認識不

足、指導力不足で、解決まで時間がかかってしまいました。もう１件のゴルフクラブにつ

いては、向こうから指摘を受ける前にこちらから間違っていましたということをこちら側

からゴルフクラブにお知らせして、それで５年分、10年分という話もしたんですが、やっ

ぱり納得してくれなくて、訴訟になりそうで、まだなっていないんですが、訴訟になる前

に併せて解決したいということで、今回予算も計上しているところでございます。 

 ゴルフ場のこの同様のミスについては、この時期の旧常北町で起こったミスで、旧桂村、

旧七会村では同じような入力ミスは発見されませんでしたので、このゴルフ場に対して大

型の還付を行うのは取りあえずこの２件でまずは止まるのかなというふうに考えておりま

す。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 今、加藤木議員さんが質問していたので、大体私も同じような

内容なんですけれども、ちょっとじゃ私のほうでまた変えて質問したいと思うんですけれ

ども、やっぱり認諾をしなければならない理由というのは本当につらいものだと思うんで

す。ですので、これは20年分、間違って請求をしたということに気づいた時点で、何で20

年分払わなかったのかなというのがちょっと疑問なんです。そこのところをちょっともう

一度町長にお伺いいたします。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） お答えいたします。 

 １つは、町の、私の腹一つでお金を動かせるわけじゃなくて、お金を動かすときには町

の要綱とか、そういったものに従って支払い手続を進めていくわけですが、城里町の要綱

においては10年分まで返すという要綱しかなかったので、要綱改正、あるいは議会に説明

して議決がなければ20年まで延ばすことができなかったものですから、取りあえず10年分

払っておいたわけです。ただ、もっと早く議会に相談して、要綱改正とか予算の計上をす
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べきだったのではないかというふうに反省しているところでございます。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 反省は必要なんです、町長。これはちゃんとそれを検証して、

何でこういうことが起きたのかなというようなことを検証して、それを土台に次に生かす

ということが非常にこれは大切なことなんです。だから、この反省というのは非常に有効

な、きちんとした行政マンとしてやっていくべき、財政を扱う者については大切なことだ

と思いますので、これを忘れないでください。そして、きちんと検討して、今後に生かす

ようなことをお願いしたいと思います。 

 それで、もう一つ、この裁判に訴えられてしまったということなんですけれども、この

裁判に訴えられたことによって、弁護士の費用、利息、遅延金、還付金、加算金などがも

ろもろ増えてしまったということが大きな金額になったものにつながったんじゃないかな

と思うんですね。これは先ほど言ったように、20年分しっかりと払っていればこういうこ

とがなかったんではないかなと思うんです。ですので、もし先ほど今10年分の要綱しかな

かったので払わなかったというようなことを言われました。そういうことであれば、至急

集めて要綱をつくって、すぐにでも20年分の要綱にして、そして払うというようなことを

すべきだったんではないかと思います。だって、町で間違ったんですよ。町で間違ったの

をやっぱり間違って出したんですから、もらってしまったんですから、それはやるべきな

んですよ。そこのところをやっぱり、ちょっと姑息な考え方というか、和解交渉して少し

でも安くしてもらえるんではないかというような考えというのが、やっぱり相手方のサザ

ンヤードさんにとってはちょっとカチンと来て、いや、ぜひ20年間払ってもらいますとい

うことになったんではないかと思うんですけれども、どうですか。そこら辺の認識、もう

一度お聞きいたします。20年間、すぐに払えるようにこれから努力いたしますか。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、今回の和解、認諾のほ

う、議会のほうでお認めいただければ、直ちに要綱を改正して、ほかのゴルフクラブに対

しても20年払えるようなルールに改正したいというふうに考えております。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） そうなんですね。20年というのは結構長い期間なんですけれど

も、やっぱり20年間、間違ってほっておいてしまったというようなことは大きな問題が出

たんじゃないかと思います。当然、相手のサザンヤードさんも、20年間というのは大きな

過誤だったということで町に請求を出したということが、やっぱり勝訴できるという思い

があったから裁判に出したんだと思うんですけれども、先ほども言いました、なぜ早いう

ちに手を打たなかったのかということ、なぜ裁判に起こされるまで放置したのかというこ

とが非常に私には疑問でした。でも、町長が少し反省をしているというようなことなので、

少し頑張っていただきたいと思うんですけれども、これを一番最初、令和元年に発覚した
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ときに、職員さんは町長に対してどういう対応をしていたか、町長、お聞きになっていま

すか。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） いろんな話があると思うんで、ちょっと質問の趣旨をもう一回

教えていただければと思います。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 分かりました。この1,300万円という金額は誰のお金なんでし

ょうか。誰のお金ですか、町長。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 1,300万円の金額を今回還付するわけでございますが、いただ

き過ぎてしまった税金をお返しするということでございます。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 町長、こういう過誤とか、そういうものも、いろいろこれから

も出てくると思うんですけれども、本当になけなしの生活をして税金を払っている住民の

ことを考えてみてください。そういうことを考えたら、本当に無駄なお金になってしまう

んですよ、こういうのは。だから、自分たちの、いろんな面で決定権というのは町長にし

かないので、町長が最大の責任になると思うんですけれども、そのことは町長、認識して

いますか。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 自ら大きな責任を持っているということで、日々真剣に仕事を

取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（阿久津則男君） 藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 本当、これは非常に大きな問題になると思うんです。1,300万

円というのをやっぱりサザンヤードさんに払わなければならないということになってしま

ったこと、確かにそれは大変なことだと思うんですけれども、決して忘れてほしくないの

は住民の税金であることを頭に入れて対応していただきたいなと思うんです。本当に大変

な思いして、税金を払っている人たちがいるんです。それを、そこからこういうことにお

金使うわけですよ。ですので、私たちは胸が張り裂けるような思いでこの案件を見ていま

す。ですので、しっかりとこれからはそういうことのないように身を引き締めて頑張って

いただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 加藤木議員。 

○６番（加藤木 直君） 先ほど、町長、最後に30年ほど前に旧常北町の役場で起こった

ものであって、旧桂、七会ではないということを言われましたけれども、合併してもう二

昔、20年近くたつわけですよ。にもかかわらず、合併する前の町が村がこれはやったこと
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であってというような発言については、私も聞いていてちょっといかがなものかなという

ふうに正直言って思いますので、公の場でそういったことは、友達同士で、これ常北町の

頃とか、桂村の頃とかと言うんだったらあれだけれども、公の場でそういうことは、私は

聞いていてちょっとどうなのかなと。私もたくさん知っている職員もいるので、もしそう

いった職員のことというふうになると、ちょっと私も胸が締めつけられる思いがあったの

で、それだけ今後謹んでいただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 町長、訂正か何か、いいですか。 

○町長（上遠野 修君） しっかりと気をつけたいと思います。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 今の質問聞いていて、非常に困惑しているんです。今までの税

法上からいくと５年くらいで、要するに町民に過剰集金したやつは５年たてば返さなくて

もいいんだなんていう形で私の感じが頭の中に入っているわけなんですけれども、なぜこ

れだけが20年なのかなと。ましてや、この間も言ったように、下水道課のほうでは調停や

りましょうと言っても、絶対支払いません、追加工事払いませんという町長の姿勢なのに、

政治生命で賭けて和解というか、そういうので20年が出るんだったら、なぜ最初の弁護士

との打合せできちんと答えを出さないのか。そしたら、今まで要するに滞納していた人の

お金、５年ぐらい以上過ぎたやつは不納欠損してきているわけですよね。私の記憶でいく

と、そういう形でいくと、なぜこれだけが20年なのか、本当に残念でしゃあない。やっぱ

り弁護士と最初から打合せすればこういう形にはならないと思う。 

 あと一つは、10年前くらいにサテライトから、こっちで計算して固定資産税を余計に取

ったんじゃなくて、向こうのサテライトさんの税理士さんが計算をして、固定資産税を余

計に過剰に払ったということで返金要求があって、それを議決した経緯があるんですよ。

そのときには何年返したのか。そういう形でいくと、今度の20年の和解金が非常に妥当な

のかなという、そこら辺が困惑していることです。サテライトさんに何年分返したんです

か、過剰固定資産税で。それ、答えていただきたい。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 何年分返したという、ちょっと手元に資料がございませんので、確かに構造上の誤りで

還付したという記憶がございますので、お調べして回答したいと思います。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） これ、ゴルフ場だって町の税務課が行って計算して、固定資産

税の評価をしたんじゃないと思うんだよね。向こうからの税理士さんの申請で固定資産税
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をいただいたと思うんですよ。だから、そういう形でいくと、和解金が本当にこれが妥当

なのかなという感じがするんですよ。クラブハウスの固定資産税、町の税務課の職員が分

かるわけないんですよ。向こうで固定資産税の評価は幾らくらいですよと申請して、それ

を金を納めてもらって、それを預かるだけの業務だと思うんですよ。町が一点一点調べて

固定資産税幾らだという計算はしていないと思うんですよ。それなのに、なぜ20年の和解

なのか、そこら辺ちょっと説明してください。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） ご質問のとおり、地方税法ではまず５年だけ、５年たったら不

納欠損だし、間違って課税しちゃった場合も５年分だけ返せばよくてというふうに地方税

法には書いてあります。ですから、地方税法によれば５年だけ還付すればよいという解釈

はまず第一としてあります。しかし、民法のほうでは時効が20年なんですね。民法の不法

行為による損害を受けた場合は20年というほかの法律の規定があって、地方税法は５年で

いいと言っているんですけれども、民法は20年と言っているんですね。じゃ、５年が正し

いのか、20年が正しいのかというのは議論があって、城里町もそうですし、多くの自治体

では町独自に要綱をつくって、じゃ10年分まで返しましょうということで運用してきたと

いう経緯があるわけですね。これまで、もういろんな人に対して固定資産税間違って計算

しちゃって、もらい過ぎちゃったということでクレームがあったときに、町は10年分返し

てきたというこれまでの経緯があるわけです。そういうことなので、できれば10年分返し

て、返したのでそこで納得して、それ以上要求しないでほしいというのが基本的に町の立

場だったんですが、法律の世界ではやっぱり今回相手方に立った弁護士さんとか、法律の

世界で本当最高裁まで争えば、民法上、国家賠償責任法と民法の規定を根拠にして地方税

法以上の還付をさせるという判決を勝ち取ってきた弁護士もいて、そういう弁護士の方が

ゴルフ場と組んで全国で同じような請求ないし訴訟が行われておりまして、城里町でもゴ

ルフ場からその情報を取って、誤りがあれば還付の請求をするというような、そういった

ことが行われているわけですが、城里町でもその誤りが発見されて、我々も気づいていな

かったんですが、誤りが発見されて、何とか納得してほしかったんですが、訴訟にまで至

りましたので、これはもうやっても勝てないということで、ルール自体を変更するという

判断をするに至ったと。 

 もちろん、まだ水戸地裁で訴えられただけなので、このまま裁判を継続するという道も

ないわけではないんですが、判例等を分析して、相手側の弁護士とこれから何年間も裁判

をやっても恐らく同じような判決が出てしまうであろうというふうに分析しまして、今回

認諾し、誰かに１人払った以上、全体のルールも変えなきゃいけないだろうというふうな

決断をしたわけでございます。 

○議長（阿久津則男君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 町長、町長の姿勢からいくと、政治の町長の姿勢からいくと、
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工事の追加金は払わない、全て払わないという主義なのに、なぜこれだけが20年間の和解

金で、最高裁で闘ったらいいんじゃないですか、堂々と、判例が出るまで。あなたが何で

20年という答えを出して和解しましょうなんていう答えを出すというのが、私はあなたの

政治生命からいくと不自然でならない。 

 以上、それだけ。 

○議長（阿久津則男君） 町長。 

○町長（上遠野 修君） 両案件とも性質を一応分析して、今回の案件については、弁護

士さんが相手方の弁護士のこれまでの活動、出てきた判決、今回の城里町側のミスという

のがもう完全にこちら側の入力ミスで、もう相手側には全然落ち度が全くないといった状

況を勘案して、やっても勝てないですよというアドバイスを受けたものですから、今回こ

ういうような決断に至ったと。 

 もう１件の下水道の件については、相手側にも落ち度があって、相手側の意見を全部聞

く必要がないという判断があったものですから、ある程度争って仲裁の判断をいただいて

和解に至ったということで、ちょっと両案件、性質が違うものですから、今回の固定資産

税の過誤については、完全に役場側で入力ミスをして間違って計算しちゃったということ

で、相手側に何の落ち度もないので、このような判断に至ったということでございます。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 ４番飯村 栄君。 

○４番（飯村 栄君） 固定資産税の評価の過ちというのはよく分かりましたけれども、

今後こういう事態が起きないように、町としてどういうふうな対応を取っていただけるの

か、質問いたします。 

○議長（阿久津則男君） 税務課長佐藤 宰君。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 税務課としましても、今回の誤りを受けまして、過去の案件についてもできる範囲で調

査しまして、同様の案件、調査しまして確認したいと思っております。日々の業務の上で

も、職員間でダブルチェック、トリプルチェックするなど、誤りがないように気をつけて

いきたいと、こちらも考えてございます。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

○４番（飯村 栄君） ありがとうございました、はい。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第67号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） 議案第67号 和解金の額の決定についてをご覧願います。 
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 議案第67号 和解金の額の決定についてでありますが、中央建設工事紛争審査会による

和解勧告につきまして、地方自治法第96条第１項第13号の規定に基づき、議会の議決を求

めるものでございます。 

 相手方は、東京都中央区日本橋室町２－３－１、株式会社フソウ、代表取締役角 尚宣

様、和解金の額は金1,200万円、事案の概要といたしましては、株式会社フソウが中央建

設工事紛争審査会へかつら水処理センターの水害復旧工事に係る追加工事代金請求に関す

る仲裁申請を行ったことにより、中央建設工事紛争審査会から和解金による和解の提案が

あったものです。 

 ここで補足説明をさせていただきます。 

 議案第67号補足説明資料をご覧願います。 

 10月の第３回定例会でもご説明させていただきましたが、おおむね同様の内容となりま

す。和解金の額の決定についてでありますが、１、事案の概要ですけれども、令和元年10

月13日に台風19号の影響によりかつら水処理センターが浸水しました。令和２年２月10日

に水害復旧工事請負契約の仮契約を締結しまして、同年３月13日に議会の同意を得まして

本契約を締結いたしました。受注者は株式会社フソウ茨城営業所、請負金額は１億7,820

万円です。同年11月８日に竣工いたしました。令和３年３月23日に株式会社フソウは水害

復旧工事の追加工事費用として、町に対し1,638万円を求める仲裁申請を中央建設工事紛

争審査会へ提出いたしました。 

 ２、町の考え方ですけれども、町としましては、１つとして、追加工事に対する株式会

社フソウからの具体的な金額の提示が事前になかったこと、２つ目として、町として有償

工事であるということの認識がなかったこと、最後に、契約書に規定されている手続によ

る変更契約がなされないことなどの理由から、費用の変更はないものと判断いたしました。 

 ３、中央建設工事紛争審査会における審理状況ですけれども、審査会では当事者双方の

主張の聞き取りと要点の確認が行われました。第１回審理が令和３年７月13日に行われ、

その後、令和４年９月27日までの間に５回開催をされております。町は当初、契約変更に

至らなかった経緯を説明し、代金を支払うことは難しいとの主張をいたしました。審査会

からは、追加工事が完成し町に一定の利得が生じていることから、民法上の不当利得返還

請求の考え方に基づきまして、利益を除いた利得相当分の代金は返還すべきものであると

の説明がありました。その後、不当利得の範囲と工事内容が争点となり、町としては汚泥

処分費等に係る問題点について主張してきました。 

 ４、中央建設工事紛争審査会における和解案の提案ですが、第５回審理において町及び

株式会社フソウに対し審査会和解案が示されました。審査会の提案理由としては、民法上

の不当利得の考え方に従い、利益を除いた利得相当分は返還すべきものとし、また紛争に

至った手続上の経緯と工事内容の争点を総合的に考慮した上で、その和解金として町へ

1,200万円の支払いが提案されたものでございます。なお、株式会社フソウはこの和解案
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を受諾する意向であることから、町としても和解案を受け入れ、紛争の早期解決を図るた

め議会にお諮りするものでございます。 

 次のページ、２ページが審査会からの和解案の具体的な内容でございます。 

 ５、和解条項案です。審査会より和解に向けて、次の６項目の和解条項の提示がござい

ました。 

 （１）被申請人、こちら城里町は、申請人、こちらが株式会社フソウに対して、和解金

として1,200万円の支払い義務があることを認める。 

 （２）以下につきましては、手続上の期限や条件等を付したものでございます。 

 （２）被申請人は、前項の金員を令和５年１月31日限り、申請人の指定する口座宛て送

金して支払う。振込手数料は被申請人の負担とする。 

 （３）被申請人が前項の期限までに第１項の金員の全部または一部を支払わなかったと

きは、被申請人は申請人に対し未払金額について、令和５年２月１日から支払い済みまで

年３％の割合による遅延損害金を付加して支払う。 

 （４）申請人はその余の請求を放棄する。 

 （５）当事者双方は、本和解条項に定めるほか、本件仲裁事件に係る紛争（当事者間の

令和２年３月13日付工事請負契約に関して申請人が施工した追加工事の工事代金に関する

もの）については、ほかに何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

 （６）本件仲裁手続に関する費用は各自の負担とする。 

 以上、議案第67号について補足の説明を申し上げました。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第67号に対するご質問をお受けいたします。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 前に説明を受けたのかもしれないんですが、株式会社フソウが

行った追加工事というのはどういったことだったのか、それ、お答えください。 

○議長（阿久津則男君） 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） では、ご質問にお答えいたします。 

 工事当初、当初復旧工事の作業を進める中で、当時の当初の設計の工事内容を完遂させ

るために追加で行うべき作業が出てきたことから、そのような工事が行われました。具体

的内容のおおまかなものとしましては、電気設備工事としましてはフロートスイッチの交

換、機械設備工事に関しては主に管理棟地下水槽の清掃、あるいは、また建築電気設備工

事に関しては外灯、誘導灯などの交換などを行っております。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） そうすると、そういったことというのは、普通だったらば、フ

ソウが請け負った金額１億7,820万円の中に含まれて当然なんじゃないの。 
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○議長（阿久津則男君） 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） ご質問にお答えいたします。 

 水害復旧工事ということで、災害の工事ですけれども、この災害、浸水しておりまして、

当初から見込めない部分というものがございまして、本体の復旧工事を進める中で、追加

でそのようなものが必要となったというのが分かったということでございます。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 当然、災害復旧とかそういった場合には、そういった追加の工

事が出るということは往々にしてあることは理解します。ただ、これ1,638万円の請求を

してくる。これについて、担当課にフソウのほうから全く金額の提示がもう何もなかった

と。町のほうは、当然その1,638万円はこの請負金額の中に含まれているんだというふう

にこの町の考え方という文章では読めるんだけれども、町の担当課というのは、そういっ

た工事が、こういったことがありますよというのが分かっていれば、それは追加の工事で

どれくらいかかっているのかなということは、担当課としたら意識するんじゃないの。 

 だって、これだと、この文から見ると、何か知らないうちにその工事をして、業者はね。

それで1,638万円分、これ工事したから追加でくださいと、そう言われて初めて、え、そ

んなになっているんですかと、そういうふうに取れなくもないんだよね、これ。その辺ど

ういうふうに工事を認識。町長でいいやね。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 当時、今は再任用職員で皆川さんが下水道課長だったものです

から、当時の経緯、所課長より私のほうが詳しいものですから、私のほうから回答させて

いただきます。 

 追加工事のうち半分以上、直工費と付加される管理費等含めて1,000万円以上は汚泥の

清掃及び処分工事がその追加工事のうちのほとんどを占めていました。当初設計にはその

汚泥の処分費が入っていなかったということで主張がなされておりました。その汚泥処分

費について、実際に汚泥処分の工事は９月ぐらいに実施されているんですが、その９月の

前の８月に当時の担当課とフソウの間で工事変更の指示書が出されていまして、工事変更

の指示書によると、そこに金額がはっきり書いていない監督員からの指示書が出ていて、

この汚泥処分については必要だから変更を認めると、だからやってくれというふうに指示

書が当時の担当から出ているんですね。ただ、金額が書いていないんですよね。業者とし

ては、これは役場の監督員から指示されたんだから、当然お金はもらえるものだし、正式

ではないにしろ、ちょっとそこら辺は争いがあったんですが、これぐらいかかるよと担当

者には言っていたとか、言っていない、聞いていないとかと、ここは多少言った、言わな

いの問題が生じているんですが、業者側は担当者に説明していたんだと言い、担当課とし

ては正式なものはなかったと。実際、印鑑を押した指示書には金額が入っていないんです

ね。ということなんです、まず。じゃ、工事請負契約ではどうなっているかというと、こ
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れ１億7,000万円の工事ですから、議会承認工事です。議会承認工事において、金額の変

更を伴う工事を実施する場合は、まず仮契約書を互いに交わして議会に工事変更を結んで

よいかという議案を上程して、議会の議決を経て変更契約を結ばなければ工事ができない

ことになっているんですね。これは契約書上そうなっているので、もちろんフソウさんも

プロですから、自分でその契約書を押しているわけだから、金額の変更を伴う設計変更を

行う場合は、議会に出さないとそんな工事はできないということは彼らも知っていたはず

なんですよね。だけれども、それを知っていてやったんだから、これはよく工事で設計変

更でプラスの変更とマイナスの変更が両方出てきて、最終的な金額変更なしということで

工事を終えることが多いわけなんですが、そういうことでやってくれているんだろうとい

うのがこちら側の見立て。向こう側としては、これ担当者さんが認めたんだから、当然追

加でもらえるべきだろうというのが向こう側の主張で、お互いに落ち度があったと思うん

ですよね。 

 町側としては、変更の指示書を出しているけれども、金額について増額を認めないとか、

そういうはっきりしたことを書かないで変更を認めると言って工事をやらせているわけで

すね。一方で、工事をやる側からすると、工事を着手する前にこれ幾らかかりますよと言

って、ちゃんと契約結んでから工事やらなきゃいけないのに、契約結ばないで工事をやっ

てしまっていると。結局、竣工して引き渡された後に、その汚泥の工事などについて

1,600万円かかったんだからくださいよとフソウ側が言ってきて、我々としては、いや、

だって、着手前に変更契約をしていないのに払えないじゃないですかと言って争いになっ

たというのが今回の経緯なんです。 

 結局そういって５回にわたる争いをやって、不当利得何とかというその議論が中央審査

会から出されたわけですが、第三者が判断して、城里町さん、確かに契約変更はなかった

けれども、１億7,800万円以上の仕事をフソウさんに実際やってもらっているわけだから、

やってもらった分ぐらいは払って和解しましょうよというような話になったということで、

フソウさんとしては1,680万円ぐらいの仕事をしたんだという主張だったんですが、我々

も不当利得返還請求の交渉の中で、この1,600万円というのは過大請求であると、この項

目は割高じゃないかというふうに具体的に見積りを切っていく主張をしまして、438万円

分については確かに過大請求であるということで審査員が認めて、最終的に妥当な金額は

1,200万円ぐらいが当初払っているお金以上に行われた追加変更分であるということで和

解案が上程されたため、議会に上程するところでございます。 

 本件につきましては、特に議会承認案件の工事について、１円でも変更がある場合は議

会の承認を得ないと１円の変更すらできないということを各職員に強く認識して、安易な

変更の指示書を出さないこと、あるいは変更の指示を出すときには、必ず金額を確定して

仮契約を結び、議会の承認を経てからじゃないと変更分について着工させないこと、そう

いった業務手順を今後徹底していきたいというふうに思っております。 
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 私もしっかりと議会承認に係る大型工事があったときには、要所要所で変更が生じてい

ないかチェックをしてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） ここで午後１時まで休憩いたします。 

 午後は三村議員の質問から入ります。 

午後１２時０５分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１２時５９分開議 

○議長（阿久津則男君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 三村議員の質問から入ります。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 午前中に引き続き質問をします。 

 町長に答弁をお願いしたいと思うんですが、休憩時間にもいろいろお話を聞いたんです

が、やはり請負契約においてなぜ議決を必要とするかということは、入札も含め、きちっ

とした金額、適正な金額で工事を請け負い、そしてきちっとした施工をすると。それを

我々は見届ける責務もあるわけですよね。執行部にとっては、担当課はもちろん、町長に

とっても税金を扱う担当者として責任を負うわけです。そういった観点からしましても、

今回のような追加工事ですか、議決を経ない追加工事があったということなんですが、こ

れは反省をして、今後こういったことがないように努めてもらいたいと思います。 

 今回はそういったことで、行政側にも瑕疵があったというようなことですので、和解と

いうことは認めたいと思うんですが、こういったことがないように町長の決意をお聞きし

たいと思います。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） ご質問ありがとうございます。 

 本当に議会承認工事については巨額の工事費が動くことから、１円の変更であっても議

会の承認が必要だというルールがございます。そういったルールについては、きちんと守

らなければならないというふうに思っております。 

 本件の工事につきましては議会の承認なく行われた工事であったため、当町としては払

えないという立場で、今回訴訟といいますか、仲裁に至ったわけですが、城里町が実際に

受け取った利益、今回の具体的に言いますと、例えば汚泥処分工事に関して、実際に設計

書に入っていないのにやってもらって費用が発生しているわけですから、利益を除いた適

正な相当額については払うべきという和解案をいただいたわけでございます。今回の和解

については、そういったことで受け入れたいというところですが、そもそもこういうこと

にならないように、今回の案件につきましても汚泥処分等の工事をやる前に、担当課が仮

契約を結んで議会に承認案件として上程して、そして可決をしてから汚泥処分工事にかか



－３２－ 

 

れば何ら問題のないものだったし、それはその工事自体は水処理センターを動かすために

客観的に見てもやらなきゃいけない工事だったので、その工事自体は決して無駄な工事で

はなく、施工の品質としてもきちんとした仕事がなされたわけですが、手続が不備であっ

たということを深く反省しまして、今後、議会承認工事につきましては、工期の途中途中

で担当課とよく打合せをして、変更が発生するような状況が生じていないか、途中途中で

しっかりと進捗確認を行ってまいりたいと思っております。今後気をつけたいと思います。

ありがとうございます。 

○１０番（三村孝信君） はい、了解しました。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） この件も三村議員さんのほうから質問あって、町長が反省する

と言われたので、あえて質問することではないとは思うんですが、一つお伺いいたします。 

 町長にお伺いいたします。町長は、自分のところにこの追加工事をしたのが伝わってい

ないからということで支払わないとおっしゃっていたようでしたけれども、勝手にやった

工事だと、そういうようなことになったんじゃないかと思うんですけれども、この件に関

してほっておくつもりだったんですか。そのままにしておくつもりだったんでしょうか。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 今回の件につきましては、最初仲裁のこの裁判というか、ＡＤ

Ｒというんですけれども、建設中央紛争審査会に入るとき、私の考えとしては、これは契

約なき工事なんだから、１円たりとも払う必要はないというような気持ちで最初この仲裁

に入りました。それは実際さっき言ったように、仮契約の締結、議会の承認、本契約への

移行、工事の着手という手順が踏まれていないので、これは支払う必要のない工事である

という認識で仲裁に入りました。ですので、かっぽっておくというか、そういうふうな主

張をきちんとしようという気持ちで仲裁に入りました。実際、仲裁審査の中でも、財政民

主主義の観点から、議会の承認のない追加工事というのは無効なのであるというような主

張も展開をいたしました。それに対して審査員、元裁判官だったりするんですが、そうい

った方々からは不当利得返還請求権という法的枠組みの説明を受けまして、分かりやすく

言うと、一番有名な例では10万円250人に払うやつを１人の人に2,500万円払っちゃったと

いう事例がありましたけれども、法律上の原因なく受けた利益は返さなければならないと

いう法律があって、本来2,500万円もらっちゃった人は法律上の原因なくもらっちゃった

ので返さなきゃいけないわけですね。こういうのを不当利得返還請求というらしいんです

が、それと法理論的には同じ枠組みですよと。つまり汚泥処分工事というのは、ほかにも

細かいのありますけれども、主に汚泥処分工事というのは当初の工事請負契約の中に入っ

ていない工事で、かつその施設を動かすために絶対必要な工事であったと、それを確かに

やってもらっていることは事実であると、１円も払わないで。なので、それは不当利得で
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しょうと。本当はお金払ってやってもらわなきゃいけないことをお金払わないでやっても

らっちゃったというのは利益を得過ぎでしょうと、城里町として。だから、その得た利益

分ぐらいは払わなきゃいけないんですが、ただし業者としての利益まで払うのはやり過ぎ

だろうから、そこはその見積り内容を我々もここの部分は割高じゃないかとかというのを

指摘して、審査員も我々と一緒に査定をして、1,600万円というのは請求し過ぎでしょう

と、実際に行われた工事サービスの適正な価格は1,200万円ぐらいだったんじゃないかと

いうふうな裁定を受けて、お互いにそこで納得したという経緯でございます。 

 審査会に入るときには、これは払わない、払うべきじゃない費用だという思いで入った

んですけれども、最終的にはそういった審理結果を受けて納得して、払わなきゃいけない

んだなというふうに思いまして、和解に応じたというところでございます。 

 先ほどの繰り返しになりますが、こういうふうなことになったことで、かなり手間もか

かりましたし、相手側も恐らく相当な手間がかかって、ちゃんとした手続を踏んだときよ

りは金額が減額されて、業者側としても一定の反省、分かりませんが、向こう側も会社内

でちゃんと仮契約を結んで議会の承認を踏んでから着工すればよかったというふうに彼ら

も思っているんじゃないかと思いますが、私どものほうでもちゃんと金額が増える可能性

がある場合は、議会の承認を経てから着手するように現場の監督員に指導を徹底していか

なければならないというふうに思っているところです。 

 今、城里町におきましてはストックヤードの工事が議会承認工事として現在進行中であ

りますので、しっかりと工事が終わってから請求が来ないように管理をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） その経過はよく分かりました。やっぱりこういう事件というの

はたくさんこれからも出てくると思いますので、本当に慎重にやっていただきたいなと思

うのが私たちの思いです。これについて次に進むとか、それからこれを何とかしなければ

ならないとかという決裁とかは職員はできませんし、町長が最大で最終的な責任で決裁を

するんですよね。ですので、町長の責任はやっぱり重いですので、そこのところお互い自

分が悪いんじゃないからとか、相手が悪いんだからとか、そういうようなところを決めつ

けることじゃなく、冷静にしっかりと一つ一つ判断しながらやって考えていって、相手が

どう思うか、自分はどう思っているのか、そういうようなところをお互いに話をしながら

きちんとやっていくというのが必要だと思うんです。それはお互いに、町長は町長として、

町は町として、条例にないものをやってしまったんだから、議決しなくちゃならないから

とか、いろいろあるんだと思うんです。しかし、これはやっぱり町長の判断一つでどうこ

うにでもなるようなところもあるということも踏まえながら、きちんと反省して、そして

一つ一つ丁寧に対応していっていただければいいかなと。そうしなければ、こんな余分な
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お金は必要ない。そして、また相手にも紛争審査会まで持っていくようなこともなかった

というようなこともあるんじゃないかと思うんですね。ですので、今後なるべくこういう

ことのないように、一つ一つ慎重に町長には当たっていただかないといけないんじゃない

かと思っております。 

 ほっておくつもりだったのかということで、そのまましておくつもりだというようなこ

とを言っていましたけれども、やっぱり双方、紛争審査会のほうできちんと話し合えたと

いうことで私も納得しました。今後注意をしていただきたいなと思っております。よろし

くお願いします。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） 町長が説明されましたのは、まさにそのとおりだと思います。

ただ、今回工事をする際に現場の担当者が全く分からなかったわけではないと思うんです

よ、その追加工事をやるのが。ということは、担当課と町長がちゃんと意思の疎通ができ

ていて、その中でやっぱりちゃんといろんな報告なり説明なり、そういったものがされて

いれば今回のようなことはなかったんじゃないかなというふうに思いますので、相手方の

フソウさんだけではなくて、こちらでもある程度は反省すべき点がたくさんあると思いま

すので、その辺のところも考えていただいて、やはり庁内の風通しをよくするようなこと

を考えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 答弁よろしいですか。 

○６番（加藤木 直君） できればお願いします。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） おっしゃるとおりでして、重要な案件について、ただ町長室で

報告を待っているだけじゃなくて、こちらから大事な案件については常に課長とコミュニ

ケーションを取って、どうなっているのかと、議会に上程するような案件が発生していな

いかということをコミュニケーションを密にして仕事をしていきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第68号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 議案第68号 令和４年度城里町一般会計補正予算（第３号）

について説明いたします。 
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 １ページ、ご覧願います。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億5,416万1,000円を追加し、補正後

の予算総額を歳入歳出それぞれ109億6,309万3,000円とするものです。 

 第２条、債務負担行為の補正であります。 

 第３条、地方債の補正であります。 

 ２ページをご覧願います。 

 第１表、歳入歳出補正予算であります。 

 16款国庫支出金、１項国庫負担金でありますが、既定額に852万4,000円を追加するもの

で、主なものは障害児自立支援給付費負担金及び未熟児養育医療負担金の確定によるもの

です。２項国庫補助金でありますが、既定額に8,988万8,000円を追加するもので、主なも

のは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、社会保障税番号制度システム整

備補助金の増、土木費補助金の減によるものです。 

 17款県支出金、１項県負担金でありますが、既定額に371万8,000円を追加するもので、

主なものは障害児自立支援給付費負担金及び未熟児養育医療負担金の確定によるものです。

２項県補助金でありますが、既定額に207万9,000円を追加するもので、主なものは地域農

業再生協議会補助金の増によるものです。３項委託金でありますが、既定額に４万4,000

円を追加するもので、主なものは生活のしづらさなどに関する調査事務費交付金の増によ

るものです。 

 18款財産収入、１項財産運用収入でありますが、既定額に1,000円を追加するもので、

那珂川のほとり教育支援基金利子の増によるものです。 

 19款寄附金、１項寄附金でありますが、既定額に2,955万円を追加するもので、教育寄

附金、ふるさと応援寄附金の増によるものです。 

 20款繰入金、２項基金繰入金でありますが、既定額に１億552万9,000円を追加するもの

で、主なものは財政調整基金繰入金の増、ふるさと創生基金繰入金等の減によるものです。 

 22款諸収入、５項雑入でありますが、既定額に302万8,000円を追加するもので、主なも

のは町村会事業推進交付金等の増によるものです。 

 23款町債、１項町債でありますが、既定額に1,180万円を追加するもので、合併特例事

業債、公共施設等適正管理推進事業債の確定による増によるものです。 

 続きまして、３ページ、歳出になります。 

 １款議会費、１項議会費でありますが、既定額に１万円を追加するもので、人件費の増

によるものです。 

 ２款総務費、１項総務管理費でありますが、既定額に1,725万9,000円を追加するもので、

主なものは防犯灯の光熱水費、ふるさと応援基金の増によるものです。２項徴税費であり

ますが、既定額に2,429万2,000円を追加するもので、過誤納還付金及び加算金の増による

ものです。３項戸籍住民基本台帳費でありますが、既定額に503万2,000円を追加するもの
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で、人件費、戸籍システム改修委託の増によるものです。 

 ３款民生費、１項社会福祉費でありますが、既定額に1,852万5,000円を追加するもので、

主なものは扶助費で障害児自立支援給付金国庫負担金返還金の増によるものです。２項児

童福祉費でありますが、既定額に316万6,000円を追加するもので、主なものは保育所費の

国庫負担金返還金の増によるものです。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費でありますが、既定額に630万円を追加するもので、主な

ものは国民健康保険特別会計繰出金等の増によるものです。２項清掃費でありますが、既

定額に208万6,000円を追加するもので、主なものは人件費の増によるものです。 

 ５款農林水産業費、１項農業費でありますが、既定額に613万5,000円を追加するもので、

主なものは町農業再生協議会補助金、土地改良電気料高騰支援事業の増によるものです。 

 ６款商工費、１項商工費でありますが、既定額に１億1,707万8,000円を追加するもので、

主なものは元気アップ振興券発行事業費補助、宅地購入事業費補助、健康増進施設指定管

理料の増によるものです。 

 ７款土木費、１項土木管理費でありますが、既定額に12万円を追加するもので、人件費

の増によるものです。２項道路橋梁費でありますが、既定額に1,652万9,000円を追加する

もので、主なものは調査測量設計委託費、道路改良工事、道路改良移転補償費の増による

ものです。４項都市計画費でありますが、既定額に938万4,000円を追加するもので、主な

ものは人件費、下水道事業会計補助の増によるものです。５項住宅費でありますが、既定

額に353万5,000円を追加するもので、主なものは町営住宅修繕業務委託料の増によるもの

です。 

 ８款消防費、１項消防費でありますが、既定額15万9,000円を追加するもので、人件費

及び光熱水費の増によるものです。 

 ４ページになります。 

 ９款教育費、１項教育総務費でありますが、既定額に2,022万1,000円を追加するもので、

人件費及び那珂川のほとり教育支援基金の増によるものです。２項小学校費でありますが、

既定額に５万円を追加するもので、図書購入費の増によるものです。３項中学校費であり

ますが、既定額に36万円を追加するもので、共同宿泊学習費補助の増によるものです。４

項社会教育費でありますが、既定額に232万9,000円を追加するもので、主なものは施設光

熱水費の増によるものです。５項保健体育費でありますが、既定額159万1,000円を追加す

るもので、主なものは施設光熱水費の増によるものです。 

 ５ページをご覧願います。 

 第２表、債務負担行為補正であります。 

 債務を負担することができる事項に12件の追加があったものを期間及び限度額を見込ん

で５ページにお示しするものでございます。 

 ６ページをご覧願います。 
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 第３表、地方債補正であります。 

 変更につきましては、町道整備工事の合併特例事業債、公園等のＬＥＤ化の公共施設等

適正管理推進事業債の額確定に伴う補正をするものです。 

 以上が議案第68号 令和４年度城里町一般会計補正予算（第３号）につきましての説明

になりますが、詳細につきましては７ページから20ページの事項別明細書、給与費明細書

をご覧いただきたいと存じます。ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第68号に対するご質問を受けいたします。ござい

ませんか。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 一般会計の説明資料について質問してもいいんですか。 

○議長（阿久津則男君） いいですよ。 

○８番（藤咲芙美子君） 説明資料は別ですか。 

○議長（阿久津則男君） いや、別じゃないです。 

○８番（藤咲芙美子君） いいですか。 

○議長（阿久津則男君） うん。 

○８番（藤咲芙美子君） じゃ説明資料、通し番号でいっているところでお伺いいたしま

す。 

 通し番号２番の新築の住宅購入者への購入費は、当初予算には入っていなかったのでし

ょうか。310万7,000円の内訳をお聞きいたします。 

 それから、４番、ホロルの湯の指定管理料の追加ですけれども、燃料、光熱水費高騰の

影響を受けていると言いますけれども、1,190万円の詳細、お示ししてください。この補

正は今回だけなんでしょうか、それとも指定管理料値上げの前哨戦でしょうか。 

 それから、５番、グラウンドゴルフの屋外トイレ設置の設計業務55万円ですけれども、

この設置はグラウンドゴルフを行っている人たちからは望まれていたものです。どのよう

なトイレの仕様にしたいと考えていますか、お聞きいたします。 

 それから、10番、障害福祉サービスに係る給付金の増額ですけれども、人数の増加なん

でしょうか、サービス内容の増額でしょうか、お聞きいたします。 

 それから、12番、子ども子育て支援交付金返還の内訳を説明してください。今、子育て

支援については病児保育など手厚くされるべきですけれども、返還の理由をお聞きいたし

ます。 

 それから、少しここらまで答えていただいて、あとちょっとまた改めてもう一回聞いて

もよろしいでしょうか、それとも全部質問しちゃってよろしいですか。 

○議長（阿久津則男君） 全部質問しちゃってください。 

○８番（藤咲芙美子君） 全部いいですか。 

○議長（阿久津則男君） うん。 
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○８番（藤咲芙美子君） はい、分かりました。じゃ全部お聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 準備できると思うので。 

○８番（藤咲芙美子君） 14番、新型コロナワクチン関連についてお願いをしたいことが

あります。今コロナウイルスが８波となって多くの感染が確認されています。急な発熱に

住民は大きな不安を持ちます。せめて検査キットがこの城里町で手に入れられる、有料で

もいいので、ことが求められています。３つの大きなドラッグストアがあるのに、水戸ま

で行かなければ検査キットは手に入りません。ぜひ城里町で検査キットが求められるよう

手配をお願いいたします。それでも駄目なら、役場で対応できるような体制をお願いいた

します。 

 これは別項目なんですけれども、急な発熱に対して、日中の診療が終了しているとき、

どこにどのように連絡、対処できるのか、連絡方法など、町から各家庭に回覧ではなく、

自治会に入っていなければ届かないので、全戸に一覧表で分かりやすく明記して配布をお

願いしたいと思います。コロナについては、今とても大きな問題になっていると思います。

ぜひ受け入れていただければと思っています。 

 それから、18番、新規就農の研修費助成金についてですけれども、これは何人分でしょ

うか。当初予算では駄目なのでしょうか。その都度申請があって予算に組み入れるのです

か、お聞きいたします。 

 それから、25番、街路灯ＬＥＤ化を高根台、御前山地区の補正ですけれども、あとどの

地区が残っていますか。行き当たりばったりの補正を組んでいませんか。当初予算できち

んと計画を立てていただきたいと思います。 

 それから、27番、町営住宅の空き家修繕はどこの住宅ですか。入居予定者はいるのでし

ょうか。 

 それから、この34番は先ほど議案に入っていた下水道見込額なんでしょうか。具体的に

何が増額なのか、説明をしていただきたいと思います。 

 以上です。お願いします。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） それでは、議員の質問に対して順番にご説明をさ

せていただきます。答弁漏れがございましたらば、後ほどお願いをしたいと思います。 

 まず、通し番号の２番、住宅購入事業費補助事業ということでございます。新年度予算

に入っていなかったのかというご質問でございますけれども、これにつきましては前年実

績21件あったものですから、本年度当初予算で26件ということで、１件当たり25万円の助

成ということで、650万円ほど当初予算で計上させていただいているところでございます。

今年の補正予算の入力時、10月20日現在で23件の申請がございまして、560万円ほどの交

付済みとなってございました。これではちょっと年度内、間に合わないなということで、

今後見込みとしましては、今現在、月3.2件ぐらいの申請がございまして、11月末現在で



－３９－ 

 

もう既に26件の申請があったところでございます。そのようなことを勘案しまして、12月

から３月まで４か月間で月４件ずつ400万円ほど予算のほうを組ませていただきまして、

執行残が予算入力時には89万3,000円あったものですから、310万7,000円を今回補正でお

願いをするものでございます。 

 次に、４番の健康増進施設の指定管理料ということでございます。これにつきましては、

確かにホロルの湯における燃料費、光熱費の高騰による影響は、今年の上期４月から９月

までの６か月間と前年同期を比較いたしますと、燃料費で115％、金額にして146万円、光

熱水費では何と134％、金額にして716万円、合わせまして862万円の影響が出ております。

また、９月以降はさらに燃料費、光熱水費等が高騰していることから、下期10月から３月

の６か月分を前年度と比較しまして、燃料費に対しましては120％、光熱費については

140％、月々使用料に上乗せして積算をしたところ、最終的に前年度と比較しまして、相

対で燃料費が127％、694万5,839円、光熱水費のほうで140％で1,694万9,764円ということ

で、合計しますと今後2,389万5,603円というような試算となってございます。その２分の

１に相当する1,190万円を今回追加で指定管理料として支払うものでございます。 

 また、今回の支払いが指定管理料値上げの前哨戦ではないかというご質問でした。今回

の追加支払いにつきましては、令和３年１月29日、５年間の指定管理を開発公社と契約を

締結したわけでございますけれども、そのときに城里町の健康増進施設ホロルの湯管理運

営業務の基本協定というものを結んでございます。その中で、25条になりますけれども、

指定管理料の変更という項目がございまして、指定管理期間中に経済情勢の激変、その他

予期することができない特別な事情により今回協議したものでございますので、ご理解を

いただきたいと存じます。これをもって来年度の指定管理料の値上げにはなりませんので、

その点はご了承いただきたいと思います。 

 また、このような状況が長く続きますと、来年もこのような事態も考えられますので、

来年度以降の対応ということでございますけれども、入館料とか使用料につきましては、

消費税が増税になったときに消費税分を上げたと、それきり料金体制の見直しも行ってご

ざいませんでした。今後もエネルギー高騰や原材料費の高騰、価格の高騰が続くようであ

れば、来年度の料金の見直しも含めて早急に検討していきたいというふうに考えてござい

ます。ご理解をいただきたいと思います。 

 それと５番になりますけれども、ホロルの湯屋外トイレの整備事業ということで、今回

55万円の設計費を計上させていただきました。どのような仕様になるかということでござ

いますが、基本的になるべく安く建てたいという考えもございまして、本体は既製品のユ

ニットハウス型で、３坪程度の男女別のものを考えてございます。また、衛生面を考慮し

まして、浄化槽をつけて虫とか悪臭ですか、そういうようなものを避けたいと。併せて、

電気や水道の工事も検討したいというふうに考えてございます。詳細につきましては、今

後の設計において費用や衛生面を踏まえまして決定をしていきたいというふうに考えてご
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ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） 藤咲議員、ここまでで続けて答弁しちゃっていいですか、全部。 

○８番（藤咲芙美子君） ちょっと、じゃここまでできたら。 

○議長（阿久津則男君） じゃ課ごとにやりましょう。 

 じゃ、今まち戦関係で２回目の質問となります。どうぞ。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。 

 今のユニット型トイレということでしたけれども、金額的にどのぐらい、どのようなト

イレにするのか。常北運動公園にあるようなトイレにするのか、それとももっと簡単なも

のにしたいと考えているのか。最低限、男女別々にしながら、きちんと対応できるような

ところぐらいはしていただきたいなと思ってはいますけれども、もし具体的に分かってい

ればお答えいただきたいなと思っています。 

 それから、来年度からもしかしたら、通し番号４番ですけれども、ホロルの湯の指定管

理料が上がる可能性があるということなんでしょうか。もう一度念を押してお聞きいたし

ます。そのぐらいですかね。２件についてお聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） それでは、ご質問の順番で回答させていただきま

す。 

 ホロルの湯のトイレにつきましては、ユニット型ということで、建築費も安く工期も短

く設置ができるということで、手元にはちょっとこういうイメージだよというカラーの写

真付のものも持っているんでございますけれども、後ほどお見せしたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

 それと、もう一点、来年上がるのかということでございますが、これにつきましては、

指定管理料、来年当初から上げる予定はございませんので、ご安心いただきたいと思いま

す。今回のは原油高騰分でございますので、来年の当初から上げるというようなことは一

切ございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） じゃ、執行部の答弁続きます。 

 福祉こども課長山﨑栄一君。 

○福祉こども課長（山﨑栄一君） それでは、福祉こども課所管分といたしまして、通し

番号10番の障害福祉サービス事業ですけれども、こちらにつきまして、その増額分が人数

の増加か、それともサービス内容の増加ですかということですが、こちらにつきましては、

一応今回の増額見込んだ内容につきましては、障害福祉サービスの児童分の中の児童発達

支援というサービスと、あと放課後等デイサービスというサービス、こちらのほうが昨年
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度よりも増えておりまして、増えた原因といたしましては、まずどちらも前年同月と比較

しますと利用している人数はほとんど変更はないんですけれども、利用日数のほうが増え

ておりまして、町内の方が皆さんだんだん授業の補習としまして利用する回数が増えてい

るのかと、事務局のほうではそういうふうに認識をしております。 

 続きまして、通し番号12番の子ども子育て支援交付金国庫補助金返還につきましては、

こちらつきましては国の国庫補助金でございまして、例年スケジュールで翌年度精算とな

ってございます。ですので、これにつきましては令和３年度の事業確定しまして、その確

定した分につきまして翌年度精算ということで、今回その精算で返還が発生しましたので、

その返還金のほうの補正を計上したということでございます。 

 以上です。 

○８番（藤咲芙美子君） いいです。 

○議長（阿久津則男君） いいですか、進めちゃって。 

○８番（藤咲芙美子君） はい。 

○議長（阿久津則男君） 次の課。 

 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

 通し番号の14番となります。まず、１点目ですけれども、町内のドラッグストアで検査

キットが買えない、何とかしてほしいというようなご質問でございました。早速調査した

ところなんですけれども、検査キット自体は町内の薬剤師のいる薬局において購入可能で

ございます。具体的には、アイン薬局常北店、コスモファーマ薬局、共創未来薬局城里店

及び常北店、黒沢薬局の５店舗にて購入可能でございます。在庫のほうもまだ十分あると

いうような回答を得ております。価格につきましては、１つ1,500円から2,000円程度で販

売されているということでございます。議員ご指摘の３つのドラッグストアにおきまして

は、薬剤師がいないので販売ができませんというような回答がございました。ですので、

こちらの薬剤師のいる薬局をご利用いただければと思います。 

 ２つ目です。急な発熱等への対応ということで、こちらでございますが、コロナに限ら

ず急な発熱等の対応には城里町以外のどこの自治体でも対応に苦慮しているところでござ

います。そういう中、今現在、水戸市をはじめ、城里町、那珂市、小美玉市、茨城町、大

洗で行っております連携中枢都市事業の中の初期救急医療提供体制維持確保事業というも

のを行っております。具体的には、水戸市の休日夜間診療所の運営支援をこの自治体で行

っております。城里町といたしましても、今年令和４年度においてこの事業に242万6,000

円を拠出し運営を支援しているところでございます。ぜひとも救急の場合にはご活用いた

だければと思っております。周知方法につきましては、ちょっと検討させていただきたい

と存じます。 

 以上でございます。 
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○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございました。 

 10番と12番の福祉課長の答弁が私聞き取れないんです、早口で。申し訳ありません、後

でもう一度ちょっとゆっくりお話お聞きいたします。すみません。 

 それで14番、キットはこれもちょっと、城里では２か所買えるということですか。 

○健康保険課長（飯村正則君） ５か所です。 

○８番（藤咲芙美子君） それって住民には知らせていますか。町民は多分知らないと思

うんですけれども、どうなんでしょう。町民に向けてお知らせしたことはございますか。

お知らせしてありますか。多分、このことについては役場に電話して、水戸でウエルシア

でしか売ってないからということで、キットは水戸のウエルシアに行って、渡里店の、あ

そこで求めているという人が多いんですよ。ですので、本当に薬剤師というか、専門の扱

える人がいないというのは、多分ネックで販売することができないのかなとは思うんです

けれども、この城里町で３つのドラッグストアがあり、５つあるの。そうなんですか。私

は３つしか考えていなかったですけれども、それだけあるのに何で町で販売できないのか

なというのが非常に疑問でした。ですので、何とかして城里町で、せめて２か所、３か所、

５か所あるんであれば３か所ぐらいで求めることができるというような周知をしてもらえ

たらいいなと、その努力していただければと思うんですけれども、それでも最悪駄目なら

ば役場に行けば大丈夫だよというぐらいの、販売ルートがきちんとして、住民に周知して

いただければいいのかなと思っております。この辺についてちょっとお答えできますでし

ょうか。 

○議長（阿久津則男君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 引き続き答弁させていただきます。 

 町内で薬局、ドラッグストアと呼ばれるところは合計で８か所ございます。うち大手が

３つ、それ以外に個人というか、ちょっと門前薬局といいますか、繰り返しになりますけ

れども、アイン薬局常北店さん、コスモファーマ薬局さん、共創未来薬局城里店さんと常

北店さん、あと黒沢薬局さん、この５か所にて買うことは可能です。在庫もあるそうです。 

 買えますという周知方法につきまして、ちょっと薬局さんのほうともいろいろお話しし

なくてはいけないものですから、殺到したりなんかするとご迷惑かけちゃいますので、ど

ういう方法があるか、ちょっとここは検討させていただきたいと思います。ですので、５

か所は今現在買える状況にございますので、そちらに関しましてはご安心ください。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） そういうことなんですね。分かりました。しかし、町民はどこ

にどんなふうにして探したらいいか分からないと、そういうようなことありますので、お

困りのときには町内で求められるお店があります、ですのでどうぞご利用くださいという
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ような周知はしてあげたほうが親切なんじゃないかと思います。ぜひ困っている方がたく

さんいますので、この辺の周知をしてコロナに対応して安心していられるような、そうい

う体制を町で取っていただければいいなと思っております。 

 それから、発熱に対しても、私ちょっと経験した者なんですけれども、本当に家族が発

熱するとおろおろします。私、看護師なんですけれども嫌です、やっぱりこういうのは、

身内ですので。やっぱりどこに行って診てもらったらいいかというのは、もう電話しまく

って、最終的に水戸の笠原の救急センターに電話して、いろんなところで相談を受けさせ

てもらって、それで落ち着いたということなんですけれども、それでもやっぱり何もない、

看護師としても何もないところでそういう対応をするというのは非常に大変です。ですの

で、何か発熱のときにはここに電話をして、こんなふうに聞いてください、そして安心し

て処置を受けるようにしてくださいぐらいの、町として住民に向けて優しい対応で、案内

の方を本当に全部の住民に届くぐらいの、そういう対応していただければいいなと思って

います。特に急な発熱ということだけじゃなくて、今コロナで発熱があって大変な思いし

ています。コロナで、単にかかったときにどういうふうにして頼っていければいいのかな

というのを本当に１年に一遍の案内ではなく、前回の７波のときには本当によくやってい

ただけたのをすごく存じています。ですので、これからまた増える可能性もありますので、

町の努力をご期待したいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（阿久津則男君） 健康保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） 引き続き回答させていただきます。 

 今現在、ちょっと夜間じゃなくて、昼間のほうの対応の話になってしまうんですけれど

も、今回町の医師会のほうで加入している病院ですか、取りあえずしらべクリニックさん

と石塚地方病院さん、あと広沢クリニックさんとせつクリニックさんと七会診療所のほう

で、昼間どこも発熱外来は受け付けるようにはなりました。これ、町の医師会の先生方の

ご努力でございます。その分、町民の皆様方も、今まではなかなか結構門前払いが多くて

厳しかったこともあるかと思いますけれども、その分かかりやすくはなっていると思いま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。ただ、昼間ならいいんです。安心でき

ます。幾つも診療所もありますし、訪ねていけるんですけれども、診療が終わった夕方か

ら夜間にかけて具合悪くなる人はいるんです。この町にお医者さんいないんですよ、そう

いう診てくれるところが。そこで私はいつも心配しています。急な発熱、高齢者、小児の

発熱、医療者、どこで医療を診てもらったらいいのか、そこが病院が欲しいと、夜間救急

の病院が欲しいと言っているのはそこなんです。何で分かってもらえないのかなと思うん

ですけれども、やっぱり夕方からはどこも閉じています。内科のところに行ってください、
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もう診療終わりましたと断られるのがずっと、五、六軒断られています、それは。ですの

で、夜間診てもらえるところはどこなのかと。だから、そこのところをしっかりと見てほ

しいなと思うんです。夜間診てもらえるためにはどうしたらいいかの案内も町民にしてい

ただければいいなと思っています。答えてください。 

○議長（阿久津則男君） ちょっと脱線しちゃっているかな、質問。 

〔「補正予算の内容に関する質問の場だと思うんですけれどね」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 議案からちょっと。課長、答弁できますか。 

 健康保険課長。 

○健康保険課長（飯村正則君） 繰り返しになってしまうんですけれども、先ほどから休

日とか夜間のときはどうするのかというようなご質問なんですけれども、お話ししました

とおり、水戸市をはじめ、城里町、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗で水戸市休日夜間診

療所の運営をサポートしておりますので、こちらのほうをご活用できればというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。 

○議長（阿久津則男君） じゃ、次の課長の答弁を求めます。 

 農業政策課長富江君。 

○農業政策課長（富江一也君） それでは、農業政策課所管分、通し番号18番、新規就農

者支援研修助成金について、何人分ですかということにつきまして、まずご回答いたしま

す。今回の補正予算計上額につきましては、２名分計上させていただいております。 

 また、当初予算では駄目なのでしょうか、その都度申請があって予算に組み入れるべき

ではないのですかというご質問についてでございますが、それに関します予算の計上時期

についてのご質問ですが、今回の新規就農者支援事業につきましては、国の新規就農者育

成総合対策事業の交付決定者を対象としました町単独の補助事業となります。国における

新規就農者育成総合対策事業の拡充に伴います町要綱の制定及び国の交付決定等の次期手

続等の関係で、当該事業日につきましては今回12月定例会での補正予算の計上とさせてい

ただいたところでございます。 

 補助事業の内容によりまして、補正予算に計上できるものと補正予算での対応となるも

のがございます。本来、当初予算で計上するところが基本でございますが、補助事業の内

容によりまして、今回は12月補正とさせていただいたところでございます。何とぞご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

○８番（藤咲芙美子君） はい。 
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○議長（阿久津則男君） では、次の課長の答弁を求めます。 

 都市建設課長大津好男君。 

○都市建設課長（大津好男君） 通し番号25番の公園内水銀灯ＬＥＤ化事業についてのご

質問ですが、あとどの地区が残っているのかというまずご質問ですけれども、都市建設課

所管の道路及び公園における街路灯については、今回の補正によって今年度で終了する予

定でございます。 

 また、行き当たりばったりの補正で、当初予算できちんと計画を立てていただきたいと

いうことでございますが、今回フラワーロード、また高根台・御前山地内における工事に

ついてですが、現地に入りまして今工事に入るところなんですが、精査したところ、街路

灯以外に、御前山地内においてはモニュメントのほうにも照明がついているんですが、そ

ちらのほうも一緒にＬＥＤ化する必要があるものと、制御盤の中においてタイムスイッチ

が不具合を起こしているため、これも同時に変更したいということで、今回補正を上げて

いるものでございます。 

 また、計画的にということですので、都市建設課のほうでも、毎年度所管の分を考えて

いるんですが、次年度以降については、今後公園内のトイレ等の室内灯、また管理してい

る町営住宅の中の共用部に関するＬＥＤ化について、次年度以降対応していきたいと考え

ているところでございます。 

 それと、27番のほうですが、空き家修繕についてはどの住宅ですか、また入居者はいる

のかというご質問ですが、今回の修繕に関しては那珂西団地、それと池の内団地のほうの

修繕を補正計上しております。こちらについては、入居者が退居したことにより室内修繕

に入るものであるんですが、これから年度切り替わるときに新しく新規に入居する方が一

番集中する時期でございますので、今回追加補正でお願いいたしまして、３月、４月の新

しい入居される方に入っていただけるように対応したいもので今回補正しております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。 

 ＬＥＤについては、町内まだまだ暗いというところがあると思うんですよ。高橋議員さ

んも、この前一般質問で停留所のところが暗いからとかというようなことも言っていまし

たし、本当に明るい町にしていくためにも、民生委員さんでも、区長さんでもいいです。

ここが暗いよといったところは少しなるべく明るくしてあげればいいのかなと思っていま

す。それについては行き当たりばったり、こういうことやるんだ、言われたからやります

じゃなくて、そこのところ計画的に当初予算で組み込んでいくというような、そういうよ

うな形のほうがいいのかなと思うんですけれども、その辺のところ、何か答弁あればお願

いいたします。 

○議長（阿久津則男君） 都市建設課長大津好男君。 
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○都市建設課長（大津好男君） 暗いところを明るくしていただきたいという質問でござ

いますけれども、都市建設課所管の道路、公園、住宅における分については都市建設課の

ほうでいろいろ今後考えていくべきものでありますけれども、その他の部分については防

犯灯の部類に入るものと思われますので、今後、町民課になると思うんですが、そちらの

ほうとちょっと打合せをしながら考えていければと思っております。 

 以上です。 

○８番（藤咲芙美子君） 分かりました。ありがとうございます。 

○議長（阿久津則男君） これで全部ですか。 

○８番（藤咲芙美子君） あと、34。 

○議長（阿久津則男君） 担当課長、お願いします。 

 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） 通し番号の34番です。下水道課の歳出の見込み増額840万

8,000円の具体的な増額の説明ということでございますけれども、こちら、議案第71号の

下水道企業会計補正予算（第２号）でご説明改めていたしますけれども、内訳としては人

件費及び補償費に充てるための費用として、一般会計より補助としまして繰出しを受ける

ものでございます。 

 補償費は、先ほどお話のありました和解金1,200万円でございますが、企業会計の３条

予算のほうで雑収益を見込んでいるために、その差額分の額となります。 

 以上です。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 30番、それから31番、33番についてお尋ねしたいんですが、こ

れは10月の定例会でも電気代の補正は各公民館とかありましたよね。この中で、やはり今

回の補正も前回と同様の理由なのかなと推察するんですが、ここに電気供給契約が最終保

障供給契約になったため、基本料金単価が大幅に増加したとあるんですが、基本料金が幾

らから幾らに増加したのか、確認したいと思うんでお願いします。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えします。 

 こちらのほうなんですけれども、基本料金もそうなんですけれども、使用料前年比で

200％上がっているような状況になっています。10月の補正でお願いしました金額では３

月の補正まで足りないということで、今回新たに補正をお願いしたところでございます。 

○１０番（三村孝信君） いや、だから、基本料金が大幅に上がったと書いてあるんだけ

れども、幾らから幾らになったんですかという質問なんですよ。 

○議長（阿久津則男君） 廣木 仁君。 
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○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 申し訳ございません。基本料金の金額については、

今資料を持ち合わせておりませんので、後ほど提出させていただきます。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） いや、ここに基本料金が大幅に増加してと、調整が必要になっ

たと書いてあって、ここの基本料金を抑えていないということは困るよ、それは。だって、

それを基準にしてどれだけの補正を組むかって一番大事な点じゃないですか、基本料金。

だから、それ、今すぐ調べられるでしょうよ。担当課は自分の部下にすぐ調べさせてくだ

さいよ。これは私たちだって、それは知りたいですよ。 

 それと、これ、前のときは町長が説明していたと思うんだけれども、割安な契約ができ

るということで、東京電力の通常の契約じゃない割安な契約をこれ、していたわけですか、

ここも。ところが、非常に燃料価格が高くなって、今までの電力会社の供給の価格では、

その供給する会社がもうできませんと、サービスをできませんと、そういうことで東京電

力が供給をしますと、それで基本料金が非常に高くなったんだというような説明を受けて

いるんですよ。それがこれ、今回も当てはまるんですかということを聞いているんだね。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 議員さんのご察しのとおりとなっております。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 入札でこれまで９月までは電気契約していたんですが、入札し

た結果、東京電力が最安値をつけて落札して、東電から供給を受けていた施設もございま

す。教育委員会所管施設はこれまでも東京電力だったんですが、入札価格の東京電力の契

約が９月末で切れて、10月からは入札をしない東京電力の保障契約の価格に移行したと、

それで大幅に高くなったということでございます。 

 金額については、すぐ廣木局長、ちょっと席離れていいから調べてきてください。今、

部下に調べに行かせます。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 教育担当の課長がいないんだけれども、じゃ町長にちょっと尋

ねたいんですが、売電する、電気を売るほうの会社なんだけれども、前、町長の説明では

何という会社から買っていたんでしたっけ。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） 新電力の会社名、ちょっとすみません、今出てこなくて申し訳

なかったんですが、入札した結果、東電と契約している施設が大層を占めておりました。

もう一回やろうとしたら、今度は誰も契約受けないので入札自体が成立しなくなって、今

度は競争価格じゃない東電の価格に、最終保障契約の東電の価格に移行してしまったとい

うことです。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 
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○１０番（三村孝信君） それは町長からこの間説明を聞いて、我々は非常に弱い立場に

いるなというのを実感したんですよ。その新電力会社は東電が出資してつくった子会社な

んかも入っているんだよね。実際、そういう東電の子会社が電力供給をしていて、非常に

値段を下げて契約しておくんですよ。していたんですね。ところが、この燃料高騰の折、

それではできませんと言って新たに入札をしてやろうとしたらば、もうその新電力会社に

そういう余力はなくて、全て東京電力の言いなりの値段で非常に高い基本料金を払わされ

ているというようなことを聞いたので、今ちょっと確認のために質問したんですが、言っ

てみればもう本当に東京電力がその価格を握っていると。今、電力会社のカルテルとかの

問題も出ているんだけれども、まさにそういう中でこの燃料高騰の折に便乗するような形

で高額な契約をさせられているような気がしたんで質問したわけですよ。まあ、待ってい

ますよ。 

○議長（阿久津則男君） 町長上遠野 修君。 

○町長（上遠野 修君） そういうことで非常に電気代困っているんですが、来年度以降、

計画が議会でお認めいただければになりますけれども、防災・減災事業債で震災時の停電

対策ということで、太陽光パネルを設置した場合も７割の交付税措置を得られるような補

助もあるので、そういった事業を使って避難所となるような建物に太陽光パネルなどを導

入していくことで、停電対策にもなるし、電気代を幾らか安くすることにもなるかと思う

ので、そういった事業を来年度以降、設計したり工事するのに何年もかかっちゃうかもし

れないんですが、そういった事業も考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（阿久津則男君） じゃ、進めちゃってよろしいですか。 

○１０番（三村孝信君） うん、基本料金が来てから、また。 

○議長（阿久津則男君） じゃ、ほかにございませんか。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） それでは、事業概要の中で１番目からちょっと質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、まちづくり戦略課、通し番号１番ですけれども、ふるさと応援、これ寄附金です

ね。これ、当初より増となる見込みだと。これ返礼品かな。返礼品だと思うんですけれど

も、当初幾らぐらいの見込みだったのが、今回1,500万円の補正組んでいますけれども、

どのぐらいの増額を見込んでいるのか、教えていただきたいと。それがまず１点。 

 それから、通し番号３番、これ第６弾の元気アップの振興券でございますけれども、今

回１億円からの事業費ということなんですけれども、まずこれがどういった予算、また国

からのお金かなというふうに思いますけれども、私もいろいろお話聞きますと、ここに来

て、先ほども町長からもいろいろお話ありましたけれども、非常にいろんなものが値上が

りして、電気代ももちろんですけれども、いろんな農業資材にしても、建設業関係でもい

ろんなもの値上がりがしています。そういった中で、やはり一律5,000円のばらまきをす
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るよりも、実際にはもうここに来て、第５弾やっていますので、第６弾目ぐらいからは、

今回このように提出されているので仕方ないかなとは思うんですけれども、今後これは提

案なんですけれども、本当に今コロナ禍の中で、そしてロシアとウクライナの戦争、そう

いったもので穀物についてもいろんなものが上がっていて、その影響で様々なものが、原

油にしても何でも値上がりしているというところで、本当に苦しんでいる方がたくさんお

ります。それで、今度は体の中の本当に悪い部分、がんの部分を治すような、やはりそこ

にお金をかけるというようなことをしていただいて、本当に苦しんでいる人、今日だった

かな、何かイセファームかどこかでも万歳しちゃったというのがありましたよね。何かそ

ういう情報も聞いていますので、ああいう大きな会社でもそういうことがあるので、当町

の中でいろんな事業をやっている方はおりますけれども、また私、一般質問の中でもいろ

いろお話をさせていただきたいと思いますけれども、そういった5,000円を町民全員に配

るということを、一息ついた中で、また新たな事業ということで考えていただけないかな

というふうには思っております。 

 また、要綱のほうも見ますと、報告の中でよく入っていますよね。その中での事業者と

いうのは、商工会なのかな、これは商工会。これ、いろんな、この要綱を見てみますと、

事業実施者は換金時において地域振興券とデータとで枚数等相違がある場合は、その原因

究明を行い責任を持って対応するとか、使用済み振興券は安全かつ確実に廃棄すると、と

にかくいっぱい、たくさんですね。現金と同様の扱いが必要なため、十分なセキュリティ

ー対策を講じるとか、換金業務に必要なデータを作成するとか、いろんなことをここに書

かれていますけれども、こういったものは実際に商工会にお願いして事業をやっています

けれども、これが商工会に行けば全部そういったデータとかがいただけるのかどうか。で

すから、当然、その発注元のまち戦のほうでは、余った振興券を持っていたりということ

はないわけですよね。当然、向こうの事業者のほうに全部保管されているということだと

思うんだ。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 最終的には私のほうに。 

○６番（加藤木 直君） 最終的にはね。でも、使わなくなったものは、一時的にはそこ

に全部保管しておいて、そこで配って、それで破棄されるものはそこで穴を開けるか、最

終的に破棄するにはどういうふうにしているのか分からないけれども、燃やしてるのか。

そういったものも、ちゃんと使っていないものはどういうふうに処理されているのかとい

うのもチェックしなくちゃならないのかなというふうには思うんですよね。 

 ですから、こう厳しく補助金の交付要綱が載っていますので、ちゃんとやっていただい

ているとは思うんですけれども、ただ、先ほども言いましたように、６弾終われば、次７

弾、８弾があるのかもしれませんけれども、そういうものについてもちょっと一度足を止

めていただいて、再度いろんなことを考えていただきたいなというふうに思っております。 

 まず、まちづくり戦略課についてはその件、１番と３番です。 



－５０－ 

 

 それから、８番、９番については、これは先ほど税務課がやっていますので、これは結

構です。 

 それと、福祉こども課の11番なんですけれども、今回また令和３年度分を交付確定によ

り返還するということで、国庫ですから国に返還すると思うんですけれども、これは毎年

今頃でしたか、やるのは、毎年。これはもう既に年度で確定して、その金額が分かるのが

やっぱり遅いのかな。毎年、今頃なのかどうかというのをちょっと教えてください。 

 それと、あと通し番号20番、これ農政課ですけれども、土地改良区の電気料の高騰支援

事業補助ということなんですけれども、このつくられた要綱のほうを見ますと町負担が

45％ということで、常北の土地改良区と、あと那珂川統合ですか、この２か所に補助をす

るということなんです。通常ですと、その分、出た分の２分の１とか３分の１とかなんだ

けれども、この町負担の45％というのはちょっと中途半端で、これ逆算しての45％、請求

のうちの45％なのかなと思うんですけれども、この45％の根拠というのは何かなと思いま

して、ちょっとお伺いをいたします。 

 それから、都市建設課、私、毎回お話ししますけれども、道路の維持管理、こういった

ものに補正をするということなんですけれども、これ、できますか、課長。また、これ繰

越明許が多くなっちゃうんじゃないかなと思って、こんなに都市建設課で人的な余力ある

のかなと思って心配なんですけれども、どこがどうじゃなくて、これ繰越明許にならない

のかなと思って。もし全部できますよということであれば、それはいいんですけれども、

初めから繰越しになるのを想定してやるんだったらば、当初予算のほうがよろしいのかな

というふうには思います。 

 以上です。 

 じゃ、まち戦課から、お願いします。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 議員のご質問にお答えさせていただきます。ちょ

っと聞き漏れ、答弁漏れがあったらば、再度お願いしたいと思います。 

 まず、１番目のふるさと応援寄附金事業というようなことでございます。当初予算で返

礼品750万円ほど見込んでおりました。事務費等を含めまして、1,087万3,000円の予算を

当初で予算計上してございました。今年６月に金長議員のほうからふるさと納税の質問等

もお受けしたところでございまして、今年の１月現在で13事業者で35品目、以前はもう少

しあったんですが、インターネットでできるサイトのほうに移行したものですから、極端

に品目と業者が減りまして、１月現在では13事業所35品目ということでスタートをしまし

た。11月28日、11月末現在でございますけれども、現在20の事業者、品目のほうも102品

目というようなことで、倍々の倍増ぐらいで今用意をしているところでございます。準備

中の品も６品目ほどございます。それらを用意して、今寄附を募っているところでござい

ます。 
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 こういうことをした結果になりますけれども、11月28日現在で寄附額が551万1,000円と

いうことで、昨年度１年間の寄附額が450万3,000円ということで、もうそれを既に超えて

いるという結果になってございまして、さらに前年同期４月から11月の実績で比べますと

206％というようなことで、かなり多くの寄附額、また件数でも180件から現在もう250件

ということで、その中身としましては5,000円から１万円ぐらいの手頃な商品をなるべく

多くそろえるというようなことで、今のところ実施をしてございます。 

 このようなことから、年内には当初予算見込んでいた750万円は達成できるのかなとい

うふうに見込んでいるところでございます。さらに950万円ということで、かなり金額の

ほうも大幅に、倍以上に補正予算でお願いしているところでございますが、やはりふるさ

と納税、12月が一番ピークかなというふうに考えてございます。また、１月、２月、３月

等もございまして、その中では今回取りそろえてございます大型商品、10万円を超えるよ

うな商品もラインナップしてございまして、ぼちぼちそういう商品も出ておりますので、

そういうことから、今回当初予算を上回る補正予算を計上させていただきました。 

 何とか県内最下位から脱却したいなというふうには考えてございます。昨年、最下位が

城里町、その次がひたちなかでしたっけ、800万円ぐらいでしたんで、何とか1,000万円を

超えたいなというふうに考えてございます。 

 それと、ナンバー３の元気アップ振興券、第６弾ということになります。これにつきま

しては、議員のほうから前々からやはりもうやり過ぎじゃないかというようなご指摘、ご

意見いただいてございます。ですが、実績を見ますと、利用していただける方が98％を超

えているというようなことで、かなり利用のほうも進んでいる状況でございます。 

 また、コロナ禍の影響を受けている生活者、事業者支援という別な支援もいろいろあり

ますけれども、今回生活者等には、報告の74、75で福祉こども課が担当しますけれども、

直接国のほうからの給付金、また事業者支援につきましては、城里町のほうでは10月の補

正でお願いしました町内事業者一律５万円、また農業者へ一律５万円というようなことで、

原油高騰・物価高騰についてはそのようなことで対応しているというところでございます。

さらに、県のほうでも事業者支援ということで12月１日から、いろいろな制約はあるんで

すけれども、減少率とかそういうのも含めまして一律10万円ということで、事業継続、臨

時応援金というようなことで予定がされてございます。 

 今回、第６弾を計画するに当たりまして、以前からお話がいろいろ多方面からありまし

た水道料の減免というのもいいかなというふうには考えてございました。町民全体に均等

に支援する手法としては、やはり振興券が平らに行くのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。また、町内事業者へ偏りがあるというご指摘なんかもいただいてはいる

ところでございますが、町内事業者への支援にもつながっていることが確認できてござい

ますので、その辺のところで振興券についてはご理解をいただきたいと思います。 

 そうした中で振興券の管理ということでございますが、これは要綱のほうにもうたって
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ございます。５年間ということで、５年間、お互いに事業者も５年間は資料をちゃんと残

しておいてくださいと、我々も５年間はきちんと廃棄処分などしないで、その回ごとにき

ちんと段ボールに入れましてあるところに保存をしてございますので、いつでも使った券、

使われていない券なんかも整理をしてございますので、もしご覧いただきたいというよう

なことがあれば、いつでも対応させていただきますので、その辺のところはご理解をいた

だきたいと思います。 

 今回、余談になりますけれども、城里町にこれまで９億8,000万円というようなコロナ

対策の臨時交付金が来てございます。さらに、年明けになるか、年度末になるか、年末に

なるか分かりませんけれども、また支援金として5,000万円ほど入ってくるんではないか

というような新聞の情報もございますので、そうした中でまた今後も有効に考えていきた

いと思っております。ご理解のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） ありがとうございます。 

 ちなみに、ふるさと納税の返礼品で一番人気って、102品目あるということだけれども、

何が一番人気ですか。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ご質問にお答えさせていただきます。 

 ちょうど用意してございました。そうした中で、一番人気はやはりお米。お米を１万円

ぐらいで、なるべく量を多くというような対応を取らせていただきまして、お米が200件

で、金額にしても130万円ぐらいを占めてございます。その次の人気がやはりキノコの詰

め合わせですとか、また黒ニンニク、また干し芋、まだ数は少ないんですが、干し芋は出

すとすぐなくなってしまうような状況でございます。そういうことで、今後もそうした人

気商品を見ながら徐々にバリエーションを増やしていきたいと思います。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） ありがとうございました。 

 そうすると、お米のほうはゆうだいですか、やはり。ゆうだいとは限らず。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ゆうだいはまだ出していません。 

○６番（加藤木 直君） ゆうだいは出していないの。普通のコシヒカリね。ああ、そう

ですか。分かりました。 

 元気アップのほうは、今回こう出ているので致し方ないかなとは思うんだけれども、確

かに均等に5,000円ずつといえば、それは公平かもしれないけれども、コロナ対策とかと

いえば、やっぱりもうそれだけじゃなくて、効果が出て本当によかったなというような人

がやっぱり、正直ほかにコロナ対策で５万円と農家のやつやったのも町長ありましたよね、

前回。これも、私の友達も１反歩の半分、実際には５アール、５畝歩というやつ、５畝歩
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しかつくっていないんだけれども、農業収入を申告しているので、本当に５万円、これも

らっていいのと俺に言うんですよ。来ているんだったらいいんじゃないかなと言って申告

はしたみたいなんですけれども、本当にいいのかなというような人もいるしね。ですから、

その辺のところはちょっと皆さんにもある程度、元気アップ振興券でありがとうございま

したというのはかなり浸透されていると思うので、今度は本当に厳しいような人にピンポ

イントでどんどんとやるような、そういう方法を取っていただけないかなと。これはちょ

っとまた違うお話になっちゃいますけれども、一般質問の中でもやりますので、ひとつよ

ろしくお願いします。 

 あと、次の課、お願いします。 

○議長（阿久津則男君） 次の課長、答弁。 

 福祉こども課山﨑栄一課長。 

○福祉こども課長（山﨑栄一君） それでは、福祉こども課所管分の通し番号11番、障害

者自立支援給付費国庫負担金返還金でございますが、こちらにつきましては、先ほど12番

の子ども子育て支援交付金の国庫補助金返還と同じように、福祉こども課所管分の国関係

の補助金負担金につきましては、基本的に翌年度精算というものが多くありまして、障害

者自立支援給付費のほうにつきましても、令和３年度におきましては令和４年４月までの

支払いで確定しまして、大体６月に実績のほうを県を通して国のほうに報告します。それ

でいきますと、確定につきましては大体来年の３月ぐらいに確定になって、その後精算と

いう形になりまして、例年いつも12月に大体ほぼほぼの数字が確定しましたので、12月に

補正のほうをお願いして、議員の皆様に説明しているものでございます。よろしくお願い

します。 

 以上です。 

○６番（加藤木 直君） 分かりました。 

○議長（阿久津則男君） いいですか。次の課長。 

 農業政策富江課長。 

○農業政策課長（富江一也君） それでは、農業政策課所管分の通し番号20番、土地改良

区電気料金高騰支援事業補助について、町負担分が45％ということで、その根拠はという

ことのご質問に対してお答えいたします。 

 今回、県の支援策につきまして、県では支援を一応実施する予定でございます。県の補

助率なんですけれども、県単事業の補助率の割合とあと助成対象、これが値上げ分という

ことで、県は今回その前に前年度の４月から９月と、あと今年の４月から９月までの高騰

分ということで、それを助成率、上昇率が55％ということで、それを割り返して県では

45％を補助するということで進めてございます。 

 本町におきましても、土地改良区からそういう高騰の支援要望を承ってございます。何

かしら支援をしようということで協議しまして、管内市町村などもちょっと調査させてい
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ただいたんですが、水戸市などでも45から50％、また、ひたちなか市、小美玉市などでも

45から50％ということで、県補助並みに一応支援するということでございましたので、今

回本町におきましても、その高騰分に対する45％ということで県と同率で支援させていた

だいて、90％ということでございます。残り10％につきましては、自助努力分ということ

でさせていただくということにさせていただいたところでございます。よろしくお願いい

たします。 

○６番（加藤木 直君） はい、分かりました。 

○議長（阿久津則男君） 次。 

 大津課長。 

○都市建設課長（大津好男君） 加藤木議員のほうから21番から27番、前回10月の時点で

もお話があった内容に近いものでございまして、終わるのか、また年度当初でいいんでは

ないかというお話でした。上からちょっと１つずつご説明したいと思います。１つずつ、

ちょっと状況が違いますので。 

 21番についてですが、こちら町道0104号線についての測量設計業務でございますが、こ

ちらのほうなんですが、春園のほうから石塚錫高野線、ローソン側の県道に出てくる町道

の部分なんですけれども、そちらの出口付近について今家屋の建設が始まっている部分が

ありまして、あの部分については、春園側のほうについてはセンターライン付で道路改良

が済んでいる部分でございます。今回追加補正でお願いしている21番についてですが、家

屋を建てている家主のほうから、未改良の部分の道路の角について、今後車庫とかそうい

うのを建設したいので、はっきりした今後の道路幅の部分を示していただきたいというこ

とで、今回測量設計を取り急ぎ追加補正でお願いしているところでございます。こちらの

ほうは年度内で測量設計は完了いたします。 

 22番については補修用資材の調達でございますので、こちらのほうも問題なく年度内で

完了いたします。 

 23番の町道18号線についてですが、こちらについては通称栃越線でございまして、隣の

栃木県茂木町と打合せをしながらやっている路線でございます。今回ちょっと一部構造物

の追加をお願いするため補正を入れておりますが、年度内完了についてですが、地元上赤

沢及び茂木町の住民の方のほうからいろいろお話がありまして、途中一時的に道路の通行

制限を解除してほしいという話が工事着手当時からありました。それによって、今の時点

で申し上げるのは忍びないんですが、こちらについてはちょっと年度内完了ができない部

分でございます。 

 それと24番、0211・2038号線、こちらのほうも通称中学校前線でございます。こちら、

10月に用地測量業務の補正をお願いいたしまして、そのとき申したとおり、難航地権者の

方のほうがまとまる話になりましたので、前回まず用地の測量のほうの補正をいただきま

して、今回それに伴って用地補償費、また物件補償費、それと一部未改良でと当初考えて
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いたんですが、今回用地のほうが確保できることになりましたので、最終計画のとおり道

路を施工するに当たって水道管の移設補償のほうも一部追加しないと実施できないという

ことで、今回追加補正をしております。これによって、こちらのほうも年度内完了につい

てちょっとご容赦いただきたいと思います。 

 それ以降の25から27については年度内完了で実施いたしますので、どうぞ、ひとつよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） いいですか。 

 ほかに質問ありますか。ございませんか。 

 教育委員会廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 三村議員さんのご質問にお答えいたします。 

 基本料金なんですけれども、９月までが565円であります。10月からが2,057円となって

おります。それに市場価格調整単価というものが10月から発生しまして、こちらは電力量

掛ける11.84円の金額が増えたということになっております。 

○議長（阿久津則男君） 三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 恐らく今局長が調べてくれなければ、基本料金が565円で、10

月からは４倍弱ですか、2,057円になったというのはね。これほど上がっているとは思わ

なかったんじゃないですか、皆さんがね。 

 ちょっともう一点尋ねたいのは、局長に。10月のときにも補正をしていると、さっきち

ょっと答弁の中で言ったんですけれども、今回補正出している電気代を10月のときも補正

出しているんでしたっけ。 

○議長（阿久津則男君） 局長廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えします。 

 10月にも補正は行ってはいるんですけれども、想定している金額よりも若干高い単価と

なったため、調整等の部分が足りなくなってしまいましたので、今回補正させていただい

ている状況であります。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） ちょっと尋ねたいのは、じゃ10月のときの補正額というのは、

公民館、図書館、給食センター、それぞれ幾らだったんですか。 

○議長（阿久津則男君） 局長廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 質問にお答えいたします。 

 公民館でありますけれども、光熱費としまして271万6,000円の補正を行っております。

また、図書館におきましては219万円の補正を行っております。 

 以上です。 

○１０番（三村孝信君） 給食センターは。 
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○議長（阿久津則男君） 続けてどうぞ。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） すみません、給食センターが抜けていましたんで、

給食センターにつきましては207万3,000円の補正を行っております。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） この２か月ほど前の、全く同じ文面がこれ書いてあったような

気がするんですよ、この事務事業内容等というのにね。それで、これはどういうことかと

いうんで、町長に説明を受けたような記憶があるんだよね。それで、そういう話をしたん

ですよ。ということは、基本料金の増加とかいろいろなもろもろのあれは増加があったん

で、10月にはそれぞれに200万円近い補正を組んだというわけですよね。ところが、その

わずか２か月後にはもう既にまた補正を組まなきゃならないというのは、これはそれほど

想像以上に燃料費が上がったということなんですか。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会廣木局長。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 質問にお答えします。 

 前の答弁でもお話ししたんですけれども、各公民館等の燃料費が倍になっているという

ことで、３月の補正までには使用料のほうが賄えないということで、今回補正をさせてい

ただいております。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 何か燃料費と言っているけれども、30、31、33は電気使用料だ

よ。燃料費というのは32の給食センターだけであって、それ以外は電気使用料という項目

で上げているんですよ。だったら、今の説明違うんじゃないですか。 

○議長（阿久津則男君） 廣木局長。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 失礼しました。30、31、33につきましては、電気

料の基本料の単価の高騰によって今回補正をお願いしているものであります。 

 先ほどもお話しいたしましたけれども、９月までの電気使用料と10月の電気使用料を比

べますと、倍の値段となっております。 

 以上です。失礼します。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） 局長、これ教育委員会の施設がこう出ているんだけれども、10

月には本庁舎の電気代の使用料の補正もしているはずだよ、ここの。この本庁舎は今回補

正組んでいないですよね、これ。教育委員会の施設だけ、これいっぱいたくさん出ている

ということは、この教育委員会の補正の金額が非常に見込みがほかの課に比べて甘かった

んじゃないのかな。それはどうなんですか。 

○議長（阿久津則男君） 廣木局長。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えします。 
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 見積りが甘いというご指摘がありましたけれども、そのようなことに当てはまるかなと

思います。 

○議長（阿久津則男君） 10番三村孝信君。 

○１０番（三村孝信君） いや、何とも緊張感のない答弁ですよ、それは。そういった高

騰、ほかの庁舎、本庁舎を含め、学校施設もほかあるでしょう、これ。そういったところ

は上げていないんだけれども、この公民館、それから図書館、それから給食センターに関

しては、10月の定例でやった補正にさらに今回定例でも補正を組みたいと。 

 やっぱり信頼というのがあるんですよ。本当にこういう料金をきちっと計算して、やは

り予算を組んで議会を通すというときはね。大切なことだと思いますよ。足りなくなれば

補正組めばいいやというんではちょっと困るな。補正を組まなきゃならないというんだか

ら、これは認めます。認めますけれども、十分今後注意していただければと思います。 

 先ほど指摘したことに関してなんだけれども、昨日付のニュースで中国電力、中部電力、

九州電力、それに関西電力を含めた大手電力会社がカルテルを組んでいたと、価格調整を

していたということで、公正取引委員会は1,000億円という今までにない追徴金を課して

いるんだよね。これははっきり言って自由競争をできないような状況にして契約を結ばせ

ているような気がしますよね、東京電力も。だから、行政のトップ、町長とか執行部にと

っては大変なことかもしれないけれども、税金から支払うわけですから、より有利な電力

が契約できるような状況になれば、好転すればそういった契約をしていただいて、少しで

も節約していただければと思います。努力をしてください。 

 以上で終わりにします。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。ありませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第69号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） それでは、議案第69号 令和４年度城里町国民健康保険

特別会計補正予算（事業勘定第２号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをご覧願います。 

 第１条であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ25万円を追加し、補正後の

予算総額を歳入歳出それぞれ22億8,886万2,000円とするものであります。 

 ２ページをご覧願います。 

 ６款１項他会計繰入金でありますが、既定額に25万円を追加するものです。職員給与費

等繰入金であります。 

 続きまして、歳出であります。 

 １款総務費、１項総務管理費でありますが、既定額に25万円を追加するものであります。
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職員６名分の人件費の増でございます。 

 以上、令和４年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（事業勘定第２号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、３ページから８ページの補正予算事項

別明細書、給与費明細書をご覧いただきたいと思います。 

 続きまして、９ページをご覧願います。 

 令和４年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（施設勘定第２号）についてご説明申

し上げます。 

 第１条であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ417万9,000を追加し、補正

後の予算総額を歳入歳出それぞれ２億3,893万6,000円とするものであります。 

 10ページをご覧願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正であります。 

 まず、歳入についてご説明申し上げます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金でありますが、既定額に417万9,000円を追加するもので

す。歳出不足分の繰入れをするものであります。 

 続きまして、歳出です。 

 １款総務費、１項施設管理費でありますが、既定額に331万9,000円を追加するものです。

主に人件費49万4,000円、電気料の高騰による不足分103万8,000円、旧七会診療所に保管

してあるレントゲン装置の廃棄委託料141万5,000円であります。 

 ２款１項医療費でありますが、既定額に86万円を追加するものです。主に歯科技工委託

料の増であります。 

 以上、令和４年度城里町国民健康保険特別会計補正予算（施設勘定第２号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、11ページから17ページの歳入歳出補正

予算事項別明細書、給与費明細書をご覧いただきたいと思います。ご審議くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第69号に対するご質問をお受けいたします。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） 国保でこれは一般職６万円ということなんですけれども、これ

職員手当２万円、何人分ですか。１人分ですか。それ、お聞きいたします。 

 それから、施設勘定で七会・沢山診療所の電気代上昇のため不足を生じる補正が103万

8,000円なんですけれども、これは何とか納得できますけれども、次、ＰＣＢ、ポリ塩化

ビフェニルですか、廃棄物の調査が141万5,000円になっています。処分費が５万円という

ことですけれども、これは入札ですか。どこの会社なんでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） ご質問にお答えいたします。 
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 まず、先ほど人数ということでございましたが、ご説明させていただきましたとおり、

一般職６名分となってございます。 

 あと、次にＰＣＢ及び処理料でございますね。まず、５万円につきましては、両方の診

療所で出た注射器、歯科技工の型取り用の石膏等の廃材でございます。こちらに関しまし

ては、茨城県クリニック・クリーン協会というところで処分を委託しているものでござい

ます。ＰＣＢの廃棄物の取扱いとは別でございます。 

 ＰＣＢ廃棄のほう、こちらの金額ですけれども、ＰＣＢ処理料141万5,000円となってご

ざいます。こちらにつきましては、まず随意契約、入札かどうかというお話でございます

が、まずＰＣＢの処理というものは、東日本から北では全て１か所しか事業所は行ってお

りません。環境省がつくった外郭団体のＪＥＳＣＯ北海道事業所というところでのみ、関

東から北で排出されたＰＣＢの処理を行っております。これ以外にはございませんので、

１社随契という形を取らせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） １社ですか。じゃ入札とか関係なくして、そこ１社だけだとい

うことになるんですね。 

 このＰＣＢの調査というのはどういう調査なんでしょうか。一般的にこれ分析をすると、

高くても１万1,000円ぐらいで何か見ることができるんじゃないかなと思うんですけれど

も、この調査費はどのぐらいなんでしょうか。５万円かかるんでしょうか。何かちょっと

納得できないかなということです。 

 それから、ＰＣＢの処分委託費なんですけれども、施設勘定で、ＰＣＢ調査して処分委

託が５万円、廃棄処分だから141万5,000円かかっていますけれども、ちょっと何か高いん

じゃないかなというのを感じるんですけれども、全県でこの金額で処分されているんでし

ょうか。何かちょっと疑問に思って質問させていただきました。 

○議長（阿久津則男君） 保険課長飯村正則君。 

○健康保険課長（飯村正則君） まず、ＰＣＢの質問に回答させていただきます。 

 ＰＣＢのコンデンサーなんですけれども、これが発見されたちょっと理由についてご説

明させていただきたいと思います。旧七会診療所に保管してあるレントゲン施設で処分し

ようと思ってちょっと業者にお願いしたところ、現地確認したところ、ポータブルコンデ

ンサー、ポータブルレントゲン装置というものがございまして、こちらＰＣＢ、高濃度Ｐ

ＣＢのコンデンサーを使っていることが判明いたしました。具体的には、松下オートフォ

ーカス式シリウス70という昭和45年３月に製造された機械でございます。高濃度ＰＣＢを

使用していた時期というものがございまして、どこのメーカーも昭和32年から47年まで、

国内で製造されたものにつきましては高濃度のＰＣＢが使われていたということになって

ございます。 



－６０－ 

 

 そういった中で、ＰＣＢというものが人工的につくられた絶縁油でございまして、最終

的には人体に害を及ぼすということで、環境省のほうでも力を入れまして、平成13年にＰ

ＣＢ処理特別措置法というものが施行されました。そういった中で、平成14年からＰＣＢ

の廃棄物を管理して処分していこうという話になったんですけれども、実際には処理する

施設がございませんでして、それではまずいということになりまして、環境省のほうでも

北海道室蘭市のほうに平成20年５月15日から稼働する施設を造ってございます。東日本で

唯一の施設。そういう中で、国内でどこの自治体及び事業者でも、ここでしか処理はでき

ません。 

 単価についても、全て一覧表で何キロまでは幾らというような単価が出てございます。

ちょっと今単価表までは細かくご説明はできないんですけれども、ざっくり１つ32キロ程

度ございますので、それが２つですので、消費税込みで141万円、こういうような数字に

なってございます。特別、城里町でうちだから高いとか、どこだから安いとかということ

はございません。全て全国統一の価格ということになってございます。 

 以上でございます。 

○８番（藤咲芙美子君） 分かりました。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第70号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 長寿応援課長稲川弘美君。 

○長寿応援課長（稲川弘美君） 議案第70号 令和４年度城里町介護保険特別会計補正予

算（保険事業勘定第２号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条、予算の総額に歳入歳出それぞれ71万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ

26億2,779万3,000円とするものです。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正、初めに歳入です。 

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、既定額に25万4,000円を追加するものです。人件費

の増に伴う国地域支援事業交付金の増によるものです。 

 ５款県支出金、２項県補助金、既定額に12万7,000円を追加するものです。人件費増に

伴う県地域支援事業交付金の増によるものです。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金、既定額に17万7,000円を追加するものです。職員給与

費の増及び地域支援事業費の増によるものです。同じく２項基金繰入金、既定額に15万

2,000円を追加するものです。歳出の不足分の繰入れとなります。 

 続いて、歳出になります。 
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 １款総務費、１項総務管理費、既定額に５万円を追加するものです。人件費の増による

ものです。 

 ３款地域支援事業費、３項包括的支援事業・任意事業費、既定額に66万円を追加するも

のです。人件費の増によるものです。 

 以上、令和４年度城里町介護保険特別会計補正予算（保険事業勘定第２号）についてご

説明させていただきました。詳細につきましては、３ページから９ページ、歳入歳出補正

予算事項別明細書、給与費明細書をご覧いただきたいと思います。ご審議くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第70号に対するご質問を受けいたします。ござい

ませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第71号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 下水道課長所 克実君。 

○下水道課長（所 克実君） 議案第71号 令和４年度城里町下水道事業会計補正予算

（第２号）をご覧願います。 

 議案第71号 令和４年度城里町下水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明申し

上げます。 

 議案書１ページをご覧願います。 

 第１条は総則ですので、第２条の収益的収入及び支出からご説明いたします。 

 第２条、令和４年度城里町下水道事業会計補正予算（第１号）の第２条に定めました収

益的収入及び収益的支出の予定額を補正するものです。収入・支出の既決予定額にそれぞ

れ1,231万円を追加いたしまして、予定額を11億9,356万6,000円とするものです。 

 収入につきましては、１款下水道事業収益、２項営業外収益の既決予定額に1,231万円

を追加するものです。２目他会計補助金及び７目雑収益の増によるものです。 

 支出につきましては、１款下水道事業費用、１項営業費用の既決予定額に1,231万円を

追加するものです。給与改定等による人件費及び補償費として建設工事紛争審査会におけ

る和解金でございます。 

 続きまして、２ページをご覧願います。 

 第３条債務負担行為の補正でありますが、令和５年４月１日から契約の履行をしなけれ

ば業務に支障が生じるものについて、令和４年度中に契約締結の事務を行うため、４件の

債務負担行為を設定するものです。公営企業会計システム保守業務及び使用料並びに下水

道受益者負担金システム保守業務及び使用料について、５年間の限度額を債務負担行為に

より設定するものでございます。詳細につきましては、４ページから10ページの補正予算

実施計画明細書、給与費明細書、債務負担行為補正をご覧いただきたいと存じます。 
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 以上、令和４年度城里町下水道事業会計補正予算（第２号）についてご説明させていた

だきました。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第71号に対するご質問を受けいたします。ござい

ませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 次に、議案第72号を議題といたします。 

 執行部より説明を求めます。 

 まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） では、議案第72号をご覧いただきます。 

 議案第72号 副町長の選任についてでありますが、副町長に城里町大字磯野526番地の

１、藤田悟史さんを選任するものでございます。藤田さんは、昭和55年４月に茨城県職員

を拝命しまして、水戸土木事務所の用地課長、土木部の道路建設課用地対策監、さらには

土木部参事を歴任されまして、令和３年３月に退職されるまで41年の長きにわたり県政の

発展と県民福祉の向上にご尽力されました。また、退職後も、現在は茨城県土地開発公社

におきまして事業推進担当官として公共事業の用地買収に寄与するなど、行政経験が豊富

な方でございます。 

 よって、地方自治法第162条の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（阿久津則男君） これより議案第72号に対するご質問をお受けいたします。ござ

いませんか。 

〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） ここで答弁漏れをお願いします。 

 総務課長増井課長。 

○総務課長（増井栄一君） それでは、午前中、議案第64号の消防団員の報酬等に関しま

して、加藤木議員より団員報酬の基準単価はということで、令和３年の通知前と通知後で

基準単価の違いはあるのかということについてお答えさせていただきます。 

 令和２年と通知後の令和４年度をそれぞれ比較しましたところ、団員報酬の基準額とし

ては変化はございませんでした。３万6,500円でございます。基準単価でございますので、

満額が市町村にそのまま交付税として入るわけではございません。あくまでも交付額を算

定するための単価ということで、交付市町村に関しましては、この額を基準単価として町

の補正係数や規定の割合で消防費全体の中で基準財政需要額として算入されるものでござ

います。国から３万6,500円という単価が交付されているのに、町では２万2,000円しか払

っていないのではないかということではないことをご理解いただきたいと存じます。 

 ２点目の出動報酬の関連でございます。三村議員さんからも併せていただいたところで

ございますけれども、１日8,000円、これまでは１回につき出動2,000円でございました。
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同じ管轄内で同じ分団が午前中と午後にそれぞれ１回出動した場合、別の地区に別の災害

に出動した場合は２回ということで4,000円が支払われたということなんですが、今後は

１日ということで8,000円の出動手当、出動報酬の支給となります。また、２日間にわた

る場合、２日分になろうかと答弁したところでございますが、当日の夜11時頃に災害が発

生し出動し、翌日の１時に活動が終わったという場合、２時間で２日分の出動報酬が支払

われるのかということになると、１日を８時間の活動とした場合には過大の支給となるの

かなというようなこともありますので、まずは町の支給の方針を確定し固めまして、その

上で消防団幹部や団の分団幹部との検討を踏まえて支給については運用を決めていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） 佐藤税務課長。 

○税務課長（佐藤 宰君） 午前中、小圷議員よりご質問がありましたサテライト水戸へ

の過誤納金の返還年数の件につきまして確認いたしました。確認しましたところ、地方税

分と町要綱分を合わせまして13年分の過誤納金を平成24年度に返還していることを確認い

たしました。 

 10年を超える部分を返還した理由につきましては、町要綱の中にですが、納税者の領収

証書等により納付が確認できた場合は還付対象になるという町要綱の第４条第２項の規定

により返還したものと考えております。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） 今の説明でいくと、町のあれで10年という契約で返したという

ことを聞いたんですけれども、なぜ今回の場合、10年というのを取り上げて決まっていた

やつを20年にして和解をしたのか、そこら辺が納得いかないんですよ。町の条例で10年と

決まっているんだから、10年をやっぱりそれを前面に出して闘うべきだと思うんだけれど

も、そこら辺が納得いかないで、和解するのに20年だというのはやっぱりどうも解せない

んだよね。町の条例つくってあるのに、それに守らないで20年を出すというのが私はいけ

ないと思う。やっぱり全てが、町の条例がみんなごちゃごちゃになっちゃうんじゃないで

すか。 

 以上。 

○議長（阿久津則男君） 佐藤税務課長。 

○税務課長（佐藤 宰君） ご質問にお答えいたします。 

 町の要綱では10年までの対応しかできないものですから、10年以上を超えるものについ

ては民法上の不法行為に該当しますので、町の要綱では対応できないため、今回裁判にな

ったものでございます。そのため、町の要綱、現状では10年までしか返せないところを20

年まで延ばす改正をしたものでございます。 



－６４－ 

 

○議長（阿久津則男君） 14番小圷 孝君。 

○１４番（小圷 孝君） やっぱり今言ったように、サテライトさんには10年、今度はゴ

ルフ場には和解で20年というのは、決まっているやつをそれを曲げて和解で20年持ってい

くというのはおかしいでしょうと。私はそれを言いたい。 

 いいです。 

○議長（阿久津則男君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 午前中の答弁の中で誤解を招く表現がありましたので、この

際、訂正させていただきます。 

 教育委員会案件の議案第65号 城里町那珂川のほとり教育支援基金条例につきましてで

ありますが、答弁の中で運用型基金のような表現がありましたが、これは取崩し型基金で

ありまして、必要に応じて取崩ししながら事業を実施していくものでございます。 

 今回の補正予算にも上がっているんですが、運用の利子及び配当金で18款財産収入なん

ですが、半年間で1,000円しか計上できませんので、運用では難しいということでご理解

いただきたいと思います。 

○議長（阿久津則男君） 三村議員。 

○１０番（三村孝信君） そういうことなんですよ。だから、番場まつのさんのやつもそ

うだったんだけれども、運用で運用益を出してやろうというのはなかなか今の時期厳しい

でしょう。それはやっぱり今回のその那珂川のほとり基金にしても、困窮者に運用益で支

援しましょうというんでは、これは幾ら何でも金額が少なすぎると。それで取り崩してや

った場合に、一般会計から補塡するとかいろいろあったでしょう、あれ、町長の裁量で。

そういうことで、そういう了解の下に基金を設立しているんであれば非常にいいことです

よ。 

 それで、この那珂川の、ついでに聞いていいですか、議長さん。 

○議長（阿久津則男君） どうぞ。 

○１０番（三村孝信君） ありがとうございます。 

 この那珂川のほとり基金の寄附者というのは、これは匿名なんですか。 

○町長（上遠野 修君） 匿名です。 

○１０番（三村孝信君） あ、匿名なの。 

○町長（上遠野 修君） 絶対名前は教えないでくれと言われています。 

○１０番（三村孝信君） ヒントは、その那珂川のほとりというのがヒントですか。 

○町長（上遠野 修君） 答えられません。ヒントかどうかも答えられません。 

○１０番（三村孝信君） 分からないのね。ああ、そうですか。 

○町長（上遠野 修君） 那珂川のそばに住んでいるかもしれないし、藤井川のほとりか

もしれないし、分かりません。 

○１０番（三村孝信君） じゃ、以上です。 
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○議長（阿久津則男君） 財務課長。 

○財務課長（雨宮忠芳君） すみません、もう一つ、第５条関係でありましたが、繰替運

用でありますが、会計運用上必要があるというときの事例としまして環境センターがあり

まして、環境センターの大型事業で支払いが大型にあった場合に、会計課の中で資金が不

足した場合に補助金入金まで何か月かありますという場合は、基金を借入れして運用する

ということで、補助金が入り次第、返済しますというのが５条の意味合いでございます。 

 以上です。 

○１０番（三村孝信君） 町長が何とかって５条ね。 

○財務課長（雨宮忠芳君） そうです。 

○１０番（三村孝信君） はい、了解しました。 

○議長（阿久津則男君） それでは、ここから報告に入るわけでございますが、時間の関

係上、このまま進めてまいりますので、トイレ関係は個人的に退席して結構ですので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 次に、定例会に上程されます報告について、執行部より説明を求めます。 

 執行部におきましては、引き続き自席で説明をお願いいたします。 

 また、質問は時間の関係上、最後にまとめて行いますので、簡潔にお願いをいたします。

長くなる場合は直接担当課へお願いをいたします。 

 それでは、報告第69号、70号は省略し、報告第71号から説明を求めます。 

 教育委員会廣木 仁君。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 報告71号についてご説明させていただきます。 

 城里町立学校管理規則の一部を改正する規則についてでありますが、令和５年度から町

立小・中学校の学期制を現行の３学期制から２学期制に変更するとともに、学期の名称や

期間について規則を改正したものです。また、夏季及び冬季休業日の開始日について、県

内市町村の状況を考慮し、規則を改正いたしました。 

 以上、報告案件についてご説明させていただきました。逐条、報告第71号説明資料、新

旧対照表、補足資料水戸教育事務所管内市町村学期制一覧表、水戸教育事務所管内各市町

村長期休業一覧表をご参照いただき、ご審議いただきますようよろしくお願いします。 

○議長（阿久津則男君） 続いて、報告第72号から報告74号までの３件を一括して説明を

求めます。 

 福祉こども課長山﨑栄一君。 

○福祉こども課長（山﨑栄一君） それでは、報告第72号をご覧願います。 

 報告第72号 城里町女性のためのつながりサポート事業実施要綱の制定についてであり

ますが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、経済困窮や孤独、孤立

など、様々な困難や不安を抱える女性が社会とのつながりを回復できるよう、女性に寄り

添ったきめ細やかな支援を行うため、必要な事項を定めるものです。 
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 主な内容としましては、不安を抱える女性が社会とのつながりを回復することができる

よう訪問支援や居場所づくり、生理用品等の提供などの支援をするものです。詳細につき

ましては、要綱の１ページから２ページをご覧いただきたいと思います。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、報告第73号をご覧願います。 

 報告第73号 令和４年度城里町子育て世帯等臨時特別支援事業（電力・ガス・食料品等

価格高騰緊急支援給付金）支給事務実施要綱の制定についてでありますが、物価・賃金・

生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計

への影響が大きい低所得世帯に対して臨時的な措置として国が実施するものを市町村が定

める必要があることから、支給に関し必要な事項を定めるものです。 

 主な内容としましては、基準日の令和４年９月30日において、世帯全員の令和４年度分

住民税均等割非課税者等に対しまして１世帯当たり５万円の臨時特別給付金を支給するも

のです。さきの第３回議会定例会におきまして承認・可決いただきました執行予算等の根

拠となる要綱でございまして、12月１日現在で支給世帯1,211件6,055万円の支給実績とな

っております。詳細につきましては、要項の１ページから６ページをご覧いただきたいと

思います。 

 続きまして、報告第74号をご覧願います。 

 報告第74号 令和４年度城里町低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金（ひと

り親世帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱の制定についてでありますが、

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品やエネルギー等の物価高

騰等の影響を受ける低所得の子育て世帯に対しまして、臨時的な給付措置として県が実施

するものを市町村が定める必要があることから、支給に関し必要な事項を定めるものです。 

 主な内容としましては、令和４年９月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給対

象者で、令和４年度分住民税均等割非課税者等に対しまして児童１人当たり５万円の給付

金を支給するものです。さきの第３回議会定例会におきまして承認・可決いただきました

執行予算等の根拠になる要綱でございまして、12月１日現在で支給世帯48件、対象児童

100名500万円の支給予定となってございます。詳細につきましては、要綱の１ページから

５ページをご覧いただきたいと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 以上、報告第72号から73号、74号につきまして一括ご説明させていただきました。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 続いて、報告第75号の説明を求めます。 

 農政課長富江一也君。 

○農業政策課長（富江一也君） それでは、報告第75号をご覧願います。 

 令和４年度城里町土地改良区電気料金高騰支援事業補助金交付要綱の制定につきまして、
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ご説明いたします。 

 原油価格の高騰によりまして電気料金が値上がりし、運営に大きな影響を受けているこ

とを踏まえまして、安定した運営を支援するため、土地改良区に対しまして予算の範囲内

で補助金を交付することから、令和４年度城里町土地改良区電気料金高騰支援事業補助金

交付要綱を制定するものでございます。 

 詳細につきまして、主なものなんですが、補助対象経費といたしまして、先ほどもご質

問に対してご説明いたしましたとおり、令和４年４月から９月の電気料金の総額から令和

３年４月から９月の電気料金の総額を差し引いた額を45％補助するものでございます。詳

細につきましては、報告第75号以下１ページをご覧いただきたいと思います。ご審議のほ

どどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 続いて、報告第76号から報告第77号までの２件を一括して説明

を求めます。 

 まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） まちづくり所管分としまして、報告事項第76号、

第77号につきまして、２件ほどご説明をさせていただきます。 

 まず初めに、報告第76号になります。 

 ちょっと文字のほうも小さくて見づらいんですけれども、要点だけ申し上げますので、

後ほど資料のほうをご覧いただきたいと思います。 

 先ほどご質問もありましたように、元気アップ振興券の第６弾ということになります。

いまだ収まらない新型コロナウイルス感染症のさなかにおいて、エネルギー、食品価格等

の物価高騰の影響を受けている生活者や事業者を支援することを目的に、地方創生臨時交

付金の重点交付金というものが配分されていまして、その事業として、第３条にも掲げて

ございます令和５年１月１日現在においてを基準日としまして、商店につきましては、い

ばらきアマビエちゃんに登録している町内の事業者を対象に、前回と同じように振興券

5,000円、500円の券を10枚ほど、大型店舗で使用できる３枚、1,500円として支給をする

ものでございます。 

 使用期間につきましては、この後ろのページになりますけれども、第５条の第２項のほ

うでお示しをしてございます。年度内に事業完了ということもございまして、ちょっと期

間のほうが短くなってしまってはおるんですけれども、令和５年２月15日から令和５年３

月15日ということで、１か月間で使用をしていただくようなことになります。これにつき

ましては、使用期間が短いということで周知のほうも徹底していきたいというふうに考え

てございます。詳細につきましては、３ページは１行しかございませんが、１ページから

３ページをご覧いただきたいと思います。 

 次に、報告の第77号でございます。 
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 関連でございまして、前回同様にこの６弾の事務を城里町の商工会のほうにお願いする

というようなことで、振興券の発行、事業者の募集、換金等の事業を行っていただくため

の補助金を交付することについて、必要な事項を定めたものでございます。詳細につきま

しては、要綱の１ページから４ページまでございます。後ほどご覧いただければと思いま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 続いて、報告第78号の説明を求めます。 

 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 報告第78号 城里町公共施設等総合管理計画（改訂版）につ

いてでありますが、2016年度策定の計画に対し、脱炭素化の推進を追記したものでござい

ます。 

 主な内容は、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティの実現

に向けて、ＬＥＤ照明の導入など検討実施を明記いたしました。 

 以上でございます。 

○議長（阿久津則男君） 報告第79号の説明については省略いたします。 

 それでは、ここで報告の質問を受けるわけではございますが、時間の関係もありますの

で、質問は１人２回までとしたいと思います。あとは各課に行って説明を聞いてください。 

 それでは、質問は初めに報告番号を言ってから、簡潔にお願いしたいと思います。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） じゃ簡潔に。報告71号 町立学校管理規則一部改正ですけれど

も、前期と後期に分けた理由をお聞きいたします。 

 それから、子供たちへの負担はどのようになっているんでしょうか。保護者の声は聞い

ておりますか、お聞きいたします。 

 それから、報告72、女性のためのつながりサポート、これは不安を抱える女性が社会と

つながるということで、訪問支援、相談窓口もあるんですけれども、かなり居場所の提供、

生理用品の提供などを事業委託ということなんですけれども、プライバシーが守らなけれ

ばならないんじゃないかと思うんですね。そういうことに対してどういう支援の方法を考

えているのか、お聞きいたします。 

 それから、73号、これは１人５万円の支給なんですけれども、ページ３なんですけれど

も、11条なんですね。11条について、何らかの形で確認することが必要ではないかなとい

うことを感じたんですけれども、１回きりでもう連絡がなければ打ち切りますということ

を書いてあるんですね。ちょっともう少し、これは返答がなければ打ち切っちゃうんじゃ

なくて、何らかの形でもう一度ぐらい確認をするようなことはできないだろうかと、そう

いうようなことを感じました。そのことについて答弁してください。 

 それから、報告74、これはいいです。報告75、これもいいです。失礼しました。 
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 あと、77です。報告77、元気アップ振興券（第６弾）事業補助金交付ですけれども、

（18）のところに使用済み振興券は確実に廃棄するとありますけれども、使用済み券は確

実に廃棄するような方法は取っていますか。これまではどのようにして行っていたのでし

ょうか、お聞きいたします。 

 もう一つ、78、公共施設総合計画、これはどこをどのように改訂かということなんです

けれども、ＣＯ２、ゼロカーボン、ＬＥＤ検討ということでお聞きいたしました。公共施

設管理というようなことについては、これからの計画は何かあるんでしょうか、お聞きい

たします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 教育委員会廣木局長。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） ご質問にお答えいたします。 

 ２学期制にすることにより１学期分の終業式、始業式が各１日、２日分が授業に充てる

ことができますので、こちらのほうは先生等の負担も少なくなってくるということで、メ

リットとして考えられます。 

 あと、保護者等についてなんですけれども、アンケート調査は行っておりません。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 藤咲議員、どうですか、２回目の質問。 

○８番（藤咲芙美子君） 教育委員会で。 

○議長（阿久津則男君） はい。 

 ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） これは先ほどちらっと一覧表が、各市町村のほかの自治体の表

を見たんですけれども、結構前期と後期に分けられているというところが何か多く出てき

たように感じました。この前期と後期に分けたのは何なんだろうと、この理由がちょっと

知りたいんですね。ということです。 

 保護者の声は聞いていますかということについて、アンケートは行っていないと今答弁

いただきましたけれども、保護者たちの生活というか、仕事の内容とか、そういうものに

ついては影響がないのかなというようなことをちょっと心配していますけれども、アンケ

ートなどは行うつもりはこれから予定としてはないですか、お聞きいたします。 

○議長（阿久津則男君） 廣木局長。 

○教育委員会事務局長（廣木 仁君） 続いて、ご質問にお答えいたします。 

 アンケートにつきましては行う予定はございません。変わるということはほとんどない

かと思います。前期、後期で夏休みも通常どおりありますし、資料のほうで休業日の設定

も他町村と同じような形で設定しておりますし、今のところデメリットという点がないも

のですから、アンケート等は行う予定はございません。 

○議長（阿久津則男君） 次の課長、答弁願います。 
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 山﨑課長。 

○福祉こども課長（山﨑栄一君） それでは、報告第72号の城里町女性のためのつながり

サポート事業実施要綱のところで、プライバシーの問題に関しまして藤咲議員のほうから

質問がありましたが、確かにプライバシーの問題に関しましては大変重要なことでござい

ますので、今後この事業につきましては、社会福祉協議会などの知見を活用して、事業委

託によってアウトリーチによる相談とか、居場所の確保、生理用品の提供を行っていく中

で、その委託する事業者と、そういったプライバシーが漏れることがないよう、その辺は

気をつけて事業のほうを進めていきたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願い

します。 

 続きまして、報告第73号の城里町子育て世帯等臨時特別支援事業（電力・ガス・食料品

等価格高騰緊急支援給付金）のほうですけれども、こちら第11条で申請が行われた場合の

取扱いということで、「前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申

請期限までに第６条の規定による申請が行われなかった場合、受給権者が給付金の支給を

受けることを辞退したものとみなす」ということで、こちらのこの規則につきましては、

国の準則に基づいた例によりまして同じようにつくっておりまして、一応町としましては

こういった確認書、これ一応確認書なんですけれども、この確認書を11月８日に1,832通

送ってございます。この確認書を送られた方は、要するに住民税が非課税世帯の方ですね。

町内の課税されている方の扶養を受けられていない方に対してはこれを送っていまして、

一応そのチェック項目２つありまして、その世帯の全員が住民税課税が課せられている他

の親族等の扶養を受けていないか、もしくは、それとあと世帯の中に住民税課税となる申

告が、所得があるのに未申告である者はいますかということで、ここ、どちらもない場合

にはチェックを入れていただいて署名してもらえれば、すぐお金が払える形になっていま

す。 

 町内の方は扶養親族の確認ができるんですけれども、例えば町外のお子さんとか親御さ

んの扶養を受けている場合には、町でシステム上は確認ができませんので、一応この確認

書を受け取った方につきましては、そういった関係でもう一回再度送るのはちょっと、一

応確認を含めた中で送っているので、そこはちょっとご理解いただきたいと思います。 

 なお、一応そういった支給漏れがないように、11月の広報紙にも載せましたけれども、

これからも事業期間におきましては、広報、ホームページ等で周知しまして、支給漏れの

ないよう努めてまいりたいと思いますので、ご理解のほうよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ２回目どうですか。 

 藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） じゃ報告72に対して、プライバシーは気をつけていくというこ

となんですけれども、本当に女性のためのつながりサポートというのは、とても大切なこ
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とだと思うし、いいことだなと思っています。これ、国の政策ですね。町でも注意してい

ただきたいことは、本当にこのプライバシーがかなり守られなくて、それが嫌だから受け

たくないという人も結構出てきているところがあります。そこのところはどういう事業者

を選ぶのかということがとても重要視されるんではないかと思いますので、そこら辺のと

ころ、きちんと気をつけて守っていただければいいのかなと思ってます。 

 事業委託の基準とか、そういうのは何か決まっているのはあるんですか、お聞きいたし

ます。 

 それから、１回で打ち切ることは不安ですということに対して、国に基づいたというよ

うなことをちょっとお聞きしたんですけれども、国は国、町では町として、こういう人た

ちに対する支援策、連絡が来ないんだけれども何かあったのかなという、そのぐらいの配

慮はしてもらってもいいのかなと思います。最低２回ぐらいのチェックですか、そういう

のをやっていただければいいかなと思っています。よろしくお願いします。答弁をお願い

します。 

○議長（阿久津則男君） 山﨑課長。 

○福祉こども課長（山﨑栄一君） すみません、まず報告第72号のほう、女性のためのつ

ながりサポート事業実施要綱につきましては、今回報告させていただきまして、その事業

内容につきましてはこれから委託を検討する、社会福祉協議会等と詰めていきたいと思い

まして、まだちょっと細かい内容まではこれから詰めていく段階になりますので、そこは

ご了承のほうよろしくお願いいたします。 

 続きまして、次の報告第73号の子育て世帯臨時特別支援事業につきましては、一応国庫

事業でございまして、国からの10分の10の補助を受けて行っている給付金の事業になりま

すので、一応Ｑ＆Ａとか要綱上は国に倣ってつくらなければいけませんので、そこはこち

ら側の申請漏れのないように努めまして、今の実績でいきますと、先ほど申し上げました、

確認書送りました1,832通の世帯に対しまして、実際にもう既に1,485世帯から申請が上が

っていますので、あと支給漏れ等がないように、引き続き広報とかホームページ等で、間

違いなく支給できる方については、こちらからも勧奨等しながら漏れのないよう努めてい

きたいと思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） 次の担当課長、お願いします。 

 まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） ご質問のありました報告第77号の第４条の第18号

ですか、「事業実施者は、使用済み振興券は、安全かつ確実に廃棄すること」と書かれて

ございます。その後ろのページに、一番下になりますけれども、関係書類の整備等という

ことで、事業実施者は商工会になるんですけれども、５年間その証拠書類を残しておきな

さいというふうに規定をしてございます。 
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 この中で、いろいろな問題が生じた場合に、すぐに振興券のほうを廃棄してしまうと、

いろいろなところで整合性が取れないというような問題もございます。また、この振興券

につきましては大変手間がかかってございまして、全ての振興券、１番から連番で番号が

振ってございまして、同じ券が１枚もないということで、それぞれの町民の方に配布をし

てございます。そのような観点から、５年間は廃棄をしないで保存すると。商工会のほう

でも場所がなくて保存ができないということでございますので、全て町のほうに出してい

ただいて、町のほうでは印刷はしたけれども住民のほうに届かなかった券もございます。

それをちゃんと仕分けをして、５年間は責任を持って町のほうで保管するということで、

ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） よろしいですか。 

○８番（藤咲芙美子君） はい。 

○議長（阿久津則男君） 次の。 

 財務課長。 

○財務課長（雨宮忠芳君） 報告第78号 公共施設等総合管理計画の改訂についてでござ

いますが、（10）の脱炭素化の推進というこの項目をまるきり追記したものでございます。 

 これによって、今回も補正にありましたＬＥＤ事業、町内施設のＬＥＤ化とか、道路関

係のＬＥＤ化というのに対して起債等、補助金等受けられるようなものになりますので、

これでこの計画に載せる必要があったということで明記いたしました。 

 この計画につきましては、個別には長寿命化計画と施設ごとにありますので、それをま

とめたようなものでありまして、これによって予算の平準化、維持管理の平準化を図るよ

うなものでございます。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） ８番藤咲芙美子君。 

○８番（藤咲芙美子君） ありがとうございます。 

 ５年間残すとはちょっと初めて聞きまして驚きましたけれども、しっかりと確認してい

ただきたいなと思っております。 

 78番、公共施設なんですけれども、これは要するに公民館とか、それから学校とか、い

ろんな施設がこの町にあります。その町で管理している施設なんですけれども、そういう

ところも全てＬＥＤにしていきたいという考えなんですか、お聞きします。 

○議長（阿久津則男君） 財務課長雨宮忠芳君。 

○財務課長（雨宮忠芳君） ゼロカーボンシティというのを表明していますので、2050年

までに二酸化炭素排出実質ゼロというのを目指す以上、一番手っ取り早いのがＬＥＤ化と

いうことだと思いますので、それは実施していきたいと考えております。 

○８番（藤咲芙美子君） 全て変えていくんですね。 
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○財務課長（雨宮忠芳君） はい。 

○８番（藤咲芙美子君） はい、分かりました。 

○議長（阿久津則男君） ほかにございませんか、質問。 

 ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） ただいま元気アップの交付要綱の中をちょっと見ていたら、こ

れ、いばらきアマビエちゃんの登録にということで、これ各店舗はアマビエちゃんに加入

していないとということなんだよね。県のほうで今アマビエちゃんは運用を停止している

んだけれども、これ、やっぱり今でも駄目なの、入っていないと。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 今は中止しておりますけれども、アマビエちゃん

のお店ということで、募集をするに当たってはやはり感染対策、アマビエちゃんに登録す

るに当たっては消毒ですとか、そういう徹底が図られておりますので、その辺のところを

徹底していただいて、基本はこのアマビエちゃん登録ということになって、今県のほうが

その登録を中止しているんですか。 

○６番（加藤木 直君） 運用を停止。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） 運用はあれなんですけれども、登録の中止までは

ちょっと確認していないんですが、そういうことで、いずれにしてもお店のほうでも安全

対策をしっかり取っていただけるように、商工会のほうに私のほうからもその募集に当た

っては念を押しておきますので、要綱上はアマビエちゃんに登録してある事業所というこ

とでお示しをしております。 

○議長（阿久津則男君） ６番加藤木 直君。 

○６番（加藤木 直君） あまり県のほうももう今アマビエちゃんについては積極的にし

ていないということで、また再開するかどうかは分からないけれども、それでもうそれに

登録していないと駄目なのかどうか。違うところも手を挙げても、県がそういう状況にあ

る中で、どうなのかなと思って。これ、必ず登録していないと駄目ですか。 

○議長（阿久津則男君） まち戦課長小林克成君。 

○まちづくり戦略課長（小林克成君） すみません、そのような状況もまだちょっと詳し

く把握していなくて、大変申し訳ございませんでした。この要綱の最後のほうに、これに

定めるほか町長が別に定めるという１項も入ってございますので、やはりアマビエちゃん

に今現在登録していなくてもやりたいんだというものにつきましては、町内の業者であり

ますので、商工会のほうにやはり消毒の徹底、マスクの徹底等を促しまして、その辺のと

ころは臨機応変に対応させていただきたいというふうに考えます。ご理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（阿久津則男君） あとは個人的に行ってください。申し訳ない。 
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 ほかにご質問ありますか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（阿久津則男君） 以上で報告を終了いたします。 

─────────────────────────────── 

閉  会 

 

○議長（阿久津則男君） 以上で、本日の全員協議会の協議事項は全て終了いたしました。 

 なお、来る12月６日火曜日午前10時をもって令和４年第４回議会定例会が招集されます

ので、午前９時50分までには控室にお集まりいただきますよう、よろしくお願いをいたし

ます。 

 以上をもちまして、全員協議会を閉会いたします。 

 大変お疲れさまでした。 

午後 ３時５３分閉会 


